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建設水道委員会記録 
   

○開催日時 

平成３０年９月２６日 午前９時５８分～午後３時４７分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  福 元 光 一 

   副委員長  森 永 靖 子 

委  員  大田黒   博 

委  員  宮 里 兼 実 

委  員  川 添 公 貴 

委  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   監 査 委 員  篠 原 和 男 

────────────────── 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  須 田 徳 二 

   建 設 整 備 課 長  吉 川 正 紀 

   建 設 維 持 課 長  内 田 俊 彦 

    主幹兼建設管理グループ長  𠮷 留 秀 一 

   都 市 計 画 課 長  伊 東 理 博 

   区 画 整 理 課 長  川 畑   稔 

入来区画整理推進室長  引 地 明 吉 

建 築 住 宅 課 長  福 島 和 朗 

主幹兼住宅管理グループ長  山 下 佳 江 

────────────────── 

水 道 局 長  新 屋 義 文 

水 道 管 理 課 長  草 留 隆 志 

水 道 工 務 課 長  四 元 新 一 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

  議 事 調 査 課 長  砂 岳 隆 一 議事グループ員  藤 井 朋 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審  査  事  件  等 所  管  課 

議案第１００号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算） 

議案第１０１号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計歳入歳出

決算） 

議案第１１３号 剰余金処分及び決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市水道事業剰余金

処分及び平成２９年度薩摩川内市水道事業会計決算） 

議案第 ９９ 号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

水 道 管 理 課 

水 道 工 務 課 

議案第１０２号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算） 

議案第１０３号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算） 

議案第１０４号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算） 

議案第１０５号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入歳出決

算） 

議案第 ９９ 号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

下 水 道 課 

議案第 ９９ 号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 建 設 政 策 課 

建 設 整 備 課 

建 設 維 持 課 

都 市 計 画 課 

議案第１０６号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業

特別会計歳入歳出決算） 

議案第１０７号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業

特別会計歳入歳出決算） 

議案第 ９９ 号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

区 画 整 理 課 

議案第１０８号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算） 

議案第 ９９ 号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

入来区画整理推進室 

議案第 ９９ 号 決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 建 築 住 宅 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福元光一）ただいまから建設水道

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思います。 

ついては、そのように審査を進めることで御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで、本日からの審査に当たって留意事項を

申し上げます。 

 まず、本日からの委員会は、決算認定議案のみ

の審査を行い、所管事務調査は行いませんので、

質疑をされる場合は、決算に関連したものとなる

よう御留意ください。 

 また、決算認定議案については、各課の審査の

冒頭に部局長から決算の概要として、主要施策の

成果の概要説明を受けた後、課長等から決算内容

の説明を受けることとしておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可します。 

────────────── 

△水道管理課・水道工務課の審査 

○委員長（福元光一）それでは、水道管理課

及び水道工務課の審査に入ります。 

 まず、水道管理課・水道工務課関係の決算の概

要について、局長の説明を求めます。 

○水道局長（新屋義文）それでは、水道管理

課及び水道工務課の決算の概要について説明いた

しますので、決算附属書の１７７ページをお開き

ください。 

 まず、一般会計についてでございますが、簡易

水道事業及び温泉給湯事業に対しましては繰出金

として、水道事業に対しましては負担金、補助金

及び出資金として、３事業合計で２億７０万

３,２００円を支出いたしました。 

 次に、あけていただきまして、１７８ページで

ございますが、旧工業用水道事業等の維持管理で

は、平成２５年度をもって廃止した旧工業用水道

事業の施設及び無償貸与している黒木温泉施設等

の維持管理に努めました。 

 なお、黒木温泉につきましては、昨年１１月か

ら地元の黒木地区コミュニティ協議会による運営

が始まりましたが、早々にポンプが故障したこと

から、予備費充用により取りかえ修繕をさせてい

ただいたところであり、本年４月からは週の営業

日を５日間から６日間にふやされるなど、積極的

に活用していただいております。 

 次に、１７９ページの簡易水道事業特別会計で

ございますが、簡易水道事業は、平成２８年度か

ら甑島のみを給水区域とする事業でございますが、

平成２９年度は、上甑島と下甑島の二つの簡易水

道事業につきまして、適正な維持管理を行いなが

ら、鹿島地域では基幹改良事業を、上甑地域では

老朽管の布設替等を行い、安全で安心な飲料水の

安定供給に努めました。 

 次に、あけていただきまして、１８０ページで

ございます。温泉給湯事業特別会計では、樋脇、

入来及び祁答院地域の分湯施設の適正な維持管理

に努めるとともに、入来温泉湯之山館につきまし

ては、平成２９年度から指定管理者による運営を

開始し、利用者数が前年度に比べ５.２％増とな

るなど、市民の健康と福祉の増進に努めました。 

 また、樋脇地域では配湯管の布設替工事を実施

し、分湯の安定供給に努めたところでございます。 

 次に、水道事業の概要について説明いたします

ので、別冊となっております、平成２９年度薩摩

川内市水道事業会計決算書を御準備いただきたい

と思います。同決算書の１０ページをお開きくだ

さい。薄い冊子になっております。 

 平成２９年度の事業報告でございますが、１の

概況の（１）総括事項のうち、イの業務量の項で

ございますけれども、平成２９年度末における給

水件数は４万２,２９８件で、前年度比２４６件

の増、また、給水人口は８万８,３６３人で、前

年度比５２９人の減となりました。 

 なお、総有収水量は９２６万２,４３３立方

メートルで、前年度比０.４０ポイント減少、有

収率は９０.４０％となり、０.２０ポイント増加

いたしました。 

 次に、ロの建設改良事業につきましては、料金

改定時に策定しました水道施設事業計画に基づき、

主に配水管布設替工事等を実施し、７億

１,１３１万４,３８０円を執行いたしました。 



- 4 - 

 

 次に、ハの経営状況でございますが、営業収益

は、１行目の後半でございますが、前年度比１億

２,５２４万７,３６１円、率にして８.３０％増

の１６億３,４９９万５,９０７円でございました。 

 一方、営業費用は、次の段落でございますが、

前年度比３,３５４万７,０９２円増の１３億

６,３７５万９,２９２円で、その結果、差し引き

営業利益は、前年度比９,１７０万２６９円増の

２億７,１２３万６,６１５円となりました。 

 次に、営業外収益は前年度比１,０２３万

３,０４２円減の１億７,３０９万５,５９３円、

営業外費用は前年度比９３５万１,８５１円減の

８,８０７万７,２６０円で、営業利益から営業外

収 支 を 加 減 し た 経 常 利 益 は 、 前 年 度 比

９,０８１万９,０７８円増の３億５,６２５万

４,９４８円となりました。 

 これに、特別損失９,２３０円を減じ、当年度

純利益は、前年度比９,０９７万９,７７８円増の

３億５,６２４万５,７１８円となりました。 

 以上が、平成２９年度の水道事業の事業概況で

ございますが、水道料金につきましては、平成

２８年度から２年度にわたり改定を行い、平成

２９年４月使用分から水道料金が１８.４％の引

き上げとなり、当該増収分等を財源に、更新時期

を迎える水道施設について、耐震性等を考慮した

計画的な更新整備を行ったところであります。 

 今後におきましても、更新事業を実施しつつ、

効率的な維持管理、民間への業務委託などによる

経費の削減を進めていくとともに、アセットマネ

ジメント計画や経営戦略の策定に取り組むなど、

企業としての経済性を発揮しながら、市民の皆様

に安全で安心な水を安定的に供給し、なお一層の

市民サービスの向上に努めてまいります。  

────────────── 

△議案第１００号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

１００号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算）を議

題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、議案

第１００号平成２９年度薩摩川内市簡易水道事業

特別会計決算につきまして説明いたします。水道

管理課と水道工務課、両課の所管でありますが、

説明は水道管理課で一括説明、質問につきまして

は所管課で答弁することで、あらかじめ御了承を

お願いいたします。 

 それでは、歳出から説明いたします。決算書の

２１６ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費は、甑島地域の簡易水

道事業施設の管理運営に要する経費で、支出済額

１億４,８６２万６,１６５円であります。 

 支出の主なものについて、備考欄で説明いたし

ます。水道管理課・水道工務課の２課分でありま

す。 

 水道管理課分につきましては、検針収納業務委

託外１１件の委託料が主なものであります。 

 水道工務課分につきましては、下甑の水道業務

作業嘱託員一人の報酬、職員６人の給与費、簡易

水道事業資産台帳作成業務委託外２５件の委託料、

下甑地域遠方監視制御設備更新工事外５件の工事

請負費であります。また、導水ポンプ１台ほか

４件の備品を購入しております。 

 次に、２款１項１目施設整備費は、支出済額

７,８７８万２,２９９円であります。 

 支出の主なものについて、備考欄で説明いたし

ます。 

 上甑島簡易水道建設事業費では、特定離島ふる

さとおこし推進事業補助金を活用した中甑地区配

水管布設替工事などであります。 

 下甑島簡易水道建設事業費は、国庫補助金と特

定離島ふるさとおこし推進事業補助金を活用した

鹿島地区配水管布設替工事などに係るものであり

ます。 

 ３款１項１目元金は、支出済額８,３８６万

１,８４１円であります。 

 ２目利子は、支出済額１,６３１万２,０５７円

であります。 

 ２１８ページをお開きください。 

 ５款１項１目予備費につきましては、予備費充

用の事態が生ぜず、そのまま不用額といたしまし

た。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただきまして、２１２ページをお開

きください。 

 １款１項１目水道使用料の１節給水使用料は、
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甑島地域簡易水道現年度分の水道使用料で、調定

額１億７５４万５,３００円、収入済額１億

７１２万２,３８０円で、収入未済額は４２万

２,９２０円であります。 

 ２節給水負担金は、調定額、収入済額ともに

２７万７,７３０円で、収入未済額はありません。 

 ４節給水使用料滞納繰越分は、調定額７０万

９,７４０円に対し、収入済額２０万９,３４０円

であります。収入未済額は５０万４００円となっ

ております。 

 ３款国庫支出金１項１目１節簡易水道事業補助

金の収入済額１,４６１万１,０００円は、鹿島地

区配水管布設替工事に係る生活基盤施設耐震化等

補助金であります。 

 ４款県支出金１項１目１節簡易水道事業補助金

の収入済額３,２３２万８,０００円は、中甑地区

と鹿島地区に係る給水管施設整備等に係る特定離

島ふるさとおこし推進事業補助金であります。 

 ６款繰入金１項１目１節一般会計繰入金１億

３,３２２万３,０００円は、施設整備費、管理運

営費に不足する財源を一般会計から繰り入れたも

のであります。 

 ７款繰越金１項１目１節前年度繰越金は

１,６８３万９,１４５円であります。 

 ２１４ページをお開きください。 

 ８款諸収入２項１目１節雑入は、収入済額

１,２４８万２,０２１円で、主なものは、備考欄

記載のとおり、消費税及び地方消費税還付金等で

あります。 

 ９款市債１項１目１節簡易水道事業債及び２節

辺地対策事業債は、収入済額２,５３０万円で、

甑島地域の補助事業実施に伴うものであります。 

 ２２０ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書であります。 

 歳入総額３億４,２５６万７,０００円、歳出総

額３億２,７５８万２,０００円、歳入歳出差し引

き額１,４９８万５,０００円、翌年度へ繰り越す

べき財源はありませんでしたので、実質収支額も

１,４９８万５,０００円であります。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

すので、財産に関する調書の３６９ページをお開

きください。 

 行政財産の下のほう、簡易水道施設の項目の土

地について、決算年度中、土地の４５平方メート

ルの増は、上甑平良第５水源地の施設用地として

購入した分でございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川添公貴）監査委員にお伺いしますけ

ど、監査委員の意見書の中で、水道事業の経営に

準じて良質なサービス提供ができるように、効果

的な事業運営に努められたいという監査意見書が

出ているんですが、水道事業というのは公営企業

会計なんで、赤字が出てはよくないわけなんです

が、この簡易水道事業で一般財源から１億

３,３００万円ほど繰り入れがあって、それで成

り立っているわけで、独立採算制の水道事業会計

と準じてということを指摘されているんですけど、

その辺をどのように今後改定するように、監査委

員として意見を申されたのかお伺いしてみたいと

思います。 

○監査委員（篠原和男）川添委員の質問でご

ざいます。 

 それにつきましては、公営企業会計に統合して

いない簡易水道事業について、水道料金を主たる

収入として独立採算により運営している水道事業

に準じ、簡易水道事業特別会計において、支出す

る経費を水道料金でどれだけ賄えるか見ていく必

要があると思います。 

○委員（川添公貴）ということは、今の答弁で

いただきましたように、使用料金において最終的

に賄っていくのが公営企業なんで、その中で監査

委員として、一般会計からの一般繰り入れについ

てどのような指摘をされたのか。繰入額が使用料

の収入の約２倍強になっているんで、そこにそご

が生じるわけなんですが、今後、水道料金の値上

げ、もしくは事業計画の縮小なりを考えて指摘さ

れたのかどうか。そのような方向でいかれるのか

どうか、監査委員としてのお考えをお伺いしてみ

たいと思います。 

○監査委員（篠原和男）将来にわたりまして

は、一般会計の繰り入れをされないで、独立採算

のほうでされていかれるべきだと思いますが。皆

さん御存じのとおり、ちょっと話はずれますけど、

北海道におきまして台風被害、それから地震災害

等がございます。それによって多大な被害をこう

むっておりますので、今後は、水道事業につきま
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しては努力していただいて、内部留保を今後して

いただきたい。そういう自然災害のときに対応で

きるようにしていただきたいと思います。その間

におきましては、一般会計からの繰り入れを独自

でできる状態にしていただきたいというのは考え

ております。 

○委員（川添公貴）おおむね方向性が、この事

業に沿った形の監査委員の御意見だろうと推察す

るところですけど、留保資金をためていくという

ことを、その留保資金が一般会計からの繰り入れ

によって留保資金が生まれるわけであって、私は

そこがおかしいのかなと思っています。 

 公営企業会計と準ずる形でやるとすれば、独立

採算制をもって計画的にやるべきだろうと。費用

対効果を考えたときに、収入イコール支出が正常

な姿だろうと思うんですが、甑島の環境等を考え

ると、一般会計の繰り入れはいたし方ないのかな

とは若干思うんです。そこを改善していく必要が

あろうかと思っています。 

 この決算を見ると、今後、甑島は給水人口が減

っていくわけです。その中で、計画的な企業投資

をする、もしくは災害に備える留保資金を確保す

るのは難しいのかなと思っています。 

 であれば、担当課にお伺いしますが、今後の給

水見込み、この決算内容含んで、給水見込みをど

のように計画されたのか。決算を受けて、当然、

この現状を維持していこうとすると、一般会計か

らの繰り入れがもっとふえていく可能性が多い、

この事業内容も含めていくと。ここの決算を踏ま

えて監査委員が指摘されたことは、間違いとは言

いませんが、留保資金等をする余地はないはずで

す。ですから、事業計画の縮小なり、国の特定離

島の交付金の対象がえはしないとか、そういう判

断をされたのかどうか、お伺いを当局のほうへし

たいと思います。 

○水道管理課長（草留隆志）先ほどの川添委

員の質問に対して回答いたします。 

 確かに甑島地域が、今、簡易水道事業の対象地

域でございまして、給水人口は将来的にも減って

いくだろうというふうに予測をしているところで

ございます。事業につきましては、現在も特定離

島ふるさと事業補助金とか、国の補助金とか、交

付税のある起債を借り入れたりして、できるだけ

一般会計からの繰入金をおんぶにだっこにならな

いようには配慮して予算を策定しているところで

ございます。 

 今後につきましては、簡易水道事業のほうも公

営企業会計という形で、財務会計だけですけど、

平成３２年度から簿記会計になっていく予定にし

ておりますので、それを踏まえて、今後の内部留

保資金の関係とかは留意しながら見守っていきた

いというふうに考えているところでございます。 

○委員（川添公貴）決算を踏まえ、なぜそこま

でしつこく言うかというと、実質収入額が実質支

出額の約６倍ですよね。給水収入に対して支出総

額は６倍かかっているので、６倍の経費をかけて

給水しているわけで、本土地区は経費イコール値

上げでしたよね。１８.４％、先ほど局長がおっ

しゃったように。ですから、そこ辺も踏まえて、

平等な市民負担を考えていくときに、この６倍と

いう数値を縮小していくべきだろうと思いますね。 

 その中で、あえて前段をお聞きしたんですが、

この収入未済額が５０万４００円あるんで、なぜ

約５倍から６倍の経費をかけた水を滞納するのか

ということですよね。その原因は何なのか、もし

くは不納欠損処理をできる状態ではなかったのか

どうかをお伺いしてみたいと思います。 

○水道管理課長（草留隆志）収入未済額が、

給水使用料の現年度分が４２万２,９２０円、そ

れから滞納繰越分が５０万４００円、督促手数料

２万９００円ということでございます。この

５０万４００円につきましては、１９名、

１２５件の収入未済になっております。 

 簡易水道につきましては、今、甑島地域の職員

が督促、滞納の整理に当たっているわけでござい

まして、なかなかその方のところに電話をしたり、

出かけていったりして滞納整理をしているんです

けれども、なかなか５０万４００円につきまして

は収納ができなかったということでございます。 

 不納欠損につきましては、今、行方不明の方と

か、死亡された方とかという方たちを対象に、

５年過ぎたものに対して不納欠損しているんです

けれども、平成２９年度につきましては、そうい

う該当される方がいらっしゃらなくて、今回、平

成２９年度では不納欠損はしていない状況でござ

います。 

○委員（川添公貴）不納欠損に至る事案じゃな

くて、件数がなかったというのは理解したんです
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が、極端な言い方なんですが、生活保護とか、生

活困窮者の滞納部分については、ある一定程度、

不納欠損処理をして、当該年度に対する負担料、

給水負担料を確保していくという形をとることに

よって、この収入未済額に計上する必要がなくな

ってくる可能性もあるわけですよね。 

 ですので、徴収される方が身近な方だろうと思

うんで、そこら辺の生活困窮者に関しては特例措

置があると思うんで、そこに適用させて軽減して

やると。そもそも６倍以上のお金をかけているん

で、この際、５０万円ぐらいどうでもいいだろう

という考えじゃないんですよ。本音は別のとこあ

ります。 

 だから、そのような措置をとって、表づらに出

る数字をもうきちっと、生活実態に応じた形で整

理できるだろうと思いますんでね、この決算踏ま

えて、平成３０年度の分に関しては、そのような

形で努力されたほうが、私は好ましいのかなとは

思っています。 

 そのことによって、先ほど監査委員の指摘があ

りましたように内部留保、当然こういう未済があ

ると内部留保には持っていけませんので、そこが

ふえていく可能性があるので、努力されるように

期待をしておきたいと思います。 

○水道管理課長（草留隆志）収入未済がふえ

るということは、水道料金に対しては皆さん平等

に払ってもらわないといけないということでござ

いますので、その平等性という点からいくと、滞

納額がゼロになることが望ましいと考えておりま

す。 

 水道料金の生活困窮者に対しての減免というこ

とにつきましては、なかなか制度的には難しいか

なというふうに考えているところでございます。

電話をしたり、お会いして滞納分の納入のお願い

をしても、なかなか払ってもらえないというよう

な実情もございますので、できるだけ滞納が減る

ような努力は今後も続けていきたいというふうに

考えます。 

○委員（川添公貴）ちょっと質問の意図が伝わ

ってなくて。現年分に力を注力して、過年度分が、

生活困窮者とかという方々があったら、過年度分

に関しては対応するべきじゃないのかという意味

合いです。現年分は払ってもらわないかん。 

 というのは、行政の中で、過去にちょっと、何

年も前ですけど、相談をして、過年度分はある程

度落としていただいて、現年分からやっていくと

いう形もとられてますんでね。そういう形で、き

ちっとこういう収入未済額が計上されないような

形をとることもできるんじゃないかということで

す。現年分は払ってもらうんですよ。 

 今、努力をされていると言いますけど、水は法

律的になかなかとめられない。これはわかってい

ます。これは命にかかわることなんで、とめられ

ないのはわかっているんですけど、催告書とか、

裁判所が出す督促状があるんですけど、昔は支払

い命令書と言ったんですけど、今は支払い督促状

かな、なっているんで、その手段を使うと一発で

払うケースが多いんです。裁判所から来ると。 

 それは、手数料が八百何円やったかな。職員の

方が１時間の賃金が幾らか知りませんけど、かな

り安い、その手段をとられるのも有効な方法かな

とは思います。これ一発で効きます。なれている

人は無視しますけど。 

○水道管理課長（草留隆志）現在、水道料料

金につきましては、裁判所を通じて支払いをして

くれというような事例は今のところはございませ

ん。過年度の滞納につきましても、その方がもう

甑島からどこに行ったか、いなくなってわかんな

いとか、死亡されて、後もうお金を払ってくださ

る方たちがいなくなったというような場合は、不

納欠損という形で落としていくんですけれども。 

 まだ本人さんがそこにいらっしゃって、分納誓

約書を書いていただいたり、現年分を払っていた

だくということであれば、その方についてはなか

なか、過年度分につきましても、この分からはも

う払わなくていいですよというような取り扱いは

現在はいたしておりませんので、当然現年度分に

つきましても払っていただいて、残りの過年度分

につきましても、水道局としましては払っていた

だくような形でお願いをしているところでござい

ます。 

 不納欠損という形で全て落としてしまえば、事

務的にも楽かもしれませんけれども、なかなか水

道料金というのは、皆さん平等に、水を使ったら

その分だけは払っていただくというところが原則

でございますので、その原則にのっとった形で今

後も徴収事務は進めていければというふうに考え

ているところでございます。 
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○委員長（福元光一）今、川添委員のほうか

ら、生活困窮者、生活保護、そういう方のみだけ

でもできる方法はないんですかね。 

○水道管理課長（草留隆志）生活保護世帯に

ついても、そういう生活のレベルの水道料金なん

かも、生活保護費としてもらう中に含まれている

というふうに聞いておりますので、水道料金だけ

減免というのもその制度からいくとちょっと違う

のかなというふうには思っているところでござい

ます。ですから、生活保護者の方を一律水道の減

免をするというようなことは、今のところはやっ

てないところでございます。 

○委員（川添公貴）間違ってないとは言いませ

んよ。生活保護に関しては、住宅手当、住居手当、

生活手当、それから子どもがいれば児童手当から

全部含まれるんですよね。それで計算をして、一

般最低限生活できる金額が大体１０万円平均です。

住宅が高くて大体４万円。保障をされて、大体

１４万円もらえるんです。これはわかっているん

です。 

 その中に、憲法で保障されている、国民が幸福

を求めないかな、その一般水準の生活ができるお

金が１０万円なんで、その中に当月分の水道料金

が入っているというのはわかるんですよ。 

 だから、当年度分、現年分に関してではなくて、

過年度、累積している過年度の分に関して、じゃ

あ困窮されているんで、過年度分に対しては、と

りあえずこの分はこうしましょうよと、ここはも

う不納欠損しましょうよということにしないと、

生活保護法の生活保護というのは月々の計算なん

で、１０万円をもらうのはその月の分なんですよ。

過年度分に対しての補助というのはないわけで、

だから、そこを一つにしてもらうとちょっと困る

んで、現年分と過年度分は別に考えてもらう。 

 私が言いたのは、過年度分に関して、これを見

たときに、ほとんど過年度分が半分以上だと思う

んですよね。そのときに、過年度分をある程度処

理をしておくことによって、現年以降が滞納がな

くなってしまうということになるだろうと思うん

です。 

 だから、考え方として、生活保護の中のお金の

計算方法はそうですので、しっかりそこを踏まえ

て、水道料金を含まれているから、そこから取れ

るんだという考えは間違いです。当月分だけです、

生活保護というのは。当月分の計算しかしません。

前年月、後月の分に関してはしません。 

 というのは、知ってらっしゃると思うんですけ

ど、念を押しますよ。もし１０万円支給があって、

預貯金が３万円できた、２万円できたら、翌年度

はカットされるんです。翌月はカットされる、も

しくは支給停止になる。貯金ができるとですね。

というのは、当該月をそのお金で生活できる、い

っぱいいっぱいのお金なんで、そこを、だから、

よく考えていただいてやっていただければありが

たいと思ってます。 

 取るべきだとは思うんですよ。だけど、そこは、

払えない以上はそういう措置も必要なのかなと思

っています。 

○水道局長（新屋義文）過去の分に対する使

用料金の徴収ですけれども、例えば生活保護にな

った方が、過去の税金とか滞納があったりとかす

ると思いますので、その辺の取り扱いとか、過去

についてどうしているのかというのも、こちらは

まだ調べておりませんので、そういう他の行政、

税金とか等の対応の仕方等も検討しながら、研究

しながら対応していきたいと思います。 

 基本は、課長が言いましたとおり、過去にあっ

ても少しずつでもいいので、誠意というか、誓約

に基づいたお支払いをというのが水道料金の徴収

の考え方であります。そこを基本にしながら、他

の行政機関との並行というか、平等性を考えなが

ら検討していきたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）今の件に関連してです

けど、非常に初歩的なことなんですけど、水道料

金は簡易水道料金と一般のこっちの水道料金は一

緒なんですか、違うんですか。 

○水道管理課長（草留隆志）水道料金の改定

を平成２８年の４月１日から行いました。これに

つきましては、本土地域の水道事業会計をもとに

して料金設定をしたんですけれども、それに合わ

せて甑島の簡易水道事業も同一料金にしていると

ころでございます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑が尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第１０１号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市温泉給湯事業特

別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１０１号

決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市温

泉給湯事業特別会計歳入歳出決算）を議題としま

す。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、議案

第１０１号平成２９年度薩摩川内市温泉給湯事業

特別会計歳入歳出決算について説明いたします。 

 歳出から説明いたします。決算書の２２９ペー

ジをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費は、樋脇・入来・祁答

院の温泉事業施設の管理運営に要する経費であり、

支出済額５,２８１万７５７円であります。 

 主な支出内容を備考欄で説明いたします。 

 水道管理課・水道工務課、両課の所管でありま

す。 

 水道管理課分は、お客様センターへの窓口等関

連業務委託が主なものであります。 

 水道工務課分は、職員一人分の給与費、入来区

画配湯管布設工事外８件の工事請負費、温泉用泉

源ポンプ１台外１４件の備品購入が主なものであ

ります。 

 ５款１項１目予備費、予算現額１００万円は、

予備費充用の事態が生じず、そのまま不用額とい

たしました。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

２２５ページをお開きください。歳入の主なもの

を説明いたします。 

 １款使用料及び手数料１項２目分湯使用料は、

１節が現年度分の分湯使用料、２節が滞納繰越分

で、現年分・滞納分合計で、調定額３,４７２万

３ , ４ ５ ０ 円 、 収 入 済 額 は ３ , ３ ７ １ 万

２ , ２２０円で、収入未済額が１０１万

１,２３０円であります。 

 ２款財産収入１項１目１節土地建物貸付収入は、

入来温泉湯之山館の自動販売機設置分貸地料で、

収入済額８７万９,５２０円であります。 

 ３款繰入金１項１目１節一般会計繰入金は、収

入済額１,１７４万９,０００円であります。 

 ４款繰越金１項１目１節前年度繰越金は、収入

済額７４６万６,８９５円であります。 

 ５款諸収入３項１目雑入は、収入済額３６６万

４,３００円で、２２７ページ備考欄のとおり、

入来温泉場地区土地区画整理事業地内の温泉管移

設工事に係る移転補償費、原子力立地給付金が主

なものであります。 

 ２３１ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書です。 

 歳入総額５,７４９万７,０００円、歳出総額

５,２８１万１,０００円、歳入歳出差し引き額

４６８万７,０００円で、翌年度へ繰り越す財源

が あ り ま せ ん で し た 。 実 質 収 支 額 は 、

１,０００円未満の端数整理をした４６８万

６,０００円となります。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

すので、３７０ページをお開きください。 

 （４）物権の表のうち、普通財産の温泉権の決

算年度末現在高、２カ所のうち水道局分は、黒木

温泉の１カ所です。 

 行政財産の温泉権の決算年度末現在高１８カ所

のうち、温泉給湯事業分は１７カ所となっており

ます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 
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△議案第１１３号 剰余金処分及び決算の

認定について（平成２９年度薩摩川内市水

道事業剰余金処分及び平成２９年度薩摩川

内市水道事業会計決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１１３号

剰余金処分及び決算の認定について（平成２９年

度薩摩川内市水道事業剰余金処分及び平成２９年

度薩摩川内市水道事業会計決算）を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）議案第１１３号

剰余金処分及び決算の認定について説明いたしま

すので、別冊となっております水道事業会計決算

書の１ページをお開きください。 

 水道事業決算報告書の収益的収支及び資本的収

支の予算・決算の状況について説明いたします。 

 まず、（１）収益的収支の収入において、予算

額合計１８億８,１７２万１,０００円に対し、決

算額１９億３,７４５万３,８７４円。収益的収支

の支出において、予算額合計１５億９,２８２万

円に対し、決算額１５億２,４５８万９,２０６円

となっております。 

 （２）資本的収支の収入において、予算額合計

４０億３０８万５,０００円に対し、決算額４億

４４万７,９７７円。資本的収支の支出において、

予算額合計１２億２,５８８万１,０００円に対し、

決算額１１億８,６４４万５,２６０円となってお

ります。 

 ま た 、 資 本 的 収 支 で 不 足 す る 額 ７ 億

８,５９９万７,２８３円は、下段の表の下に記載

してありますように、各財源で補填しております。 

 ３ページと４ページは平成２９年度の損益計算

書ですが、局長の概要説明と重複いたしますので、

ここでの説明は省略いたします。 

 ５ページをお開きください。 

 剰余金計算書から本年度増減のあった科目につ

いて説明いたします。 

 上の表の下のほう、当年度変動額の欄になりま

す。 

 減債積立金１億１,７６７万８,０００円を取り

崩し、未処分利益剰余金では、減債積立金１億

１,７６７万８,０００円と、当年度純利益３億

５,６２４万５,７１８円が増加しております。 

 当 年 度 末 未 処 分 利 益 剰 余 金 合 計 ４ 億

７,３９２万３,７１８円となりますが、この未処

分利益剰余金を議会の議決を得て、処分するもの

であります。 

 下段の表が平成２９年度薩摩川内市水道事業剰

余金処分計算書（案）になります。 

 平成２９年度末の未処分利益剰余金を、自己資

本金への組み入れ、減債積立金への積み立てとし

て処分するものであります。御承認方よろしくお

願いいたします。 

 ７ページをお開きください。平成２９年度貸借

対照表について説明いたします。 

 １固定資産のうち、（１）有形固定資産につき

ましては、後ほど有形固定資産明細書で説明いた

しますが、平成２９年度の建設改良費で取得した

固定資産を科目別に計上しております。 

 （２）無形固定資産は、電話加入権、水利権で

あります。 

 以上、固定資産合計１６５億９,５０１万

１,２９１円であります。 

 ２流動資産は、現金預金ほか合計で１１億

７,８０７万９,２５０円であります。固定資産と

流動資産の資産合計で、１７７億７,３０９万

５４１円であります。 

 ８ページになります。３固定負債は、（１）企

業債から（３）引当金までの合計４５億

２,７８４万１,５１１円、４流動負債は、（１）

企業債から（５）その他流動負債までの合計６億

１,６５０万８０円、５繰延収益は、（１）長期

前受金と（２）長期前受金収益化累計額で、繰延

収益合計２５億４,４５８万１４５円となり、負

債合計で７６億８,８９２万１,７３６円でありま

す。 

 ９ページになります。６資本金は、（１）自己

資本金で９２億１,５８２万８,００８円でありま

す。７剰余金は、（１）資本剰余金、（２）利益

剰余金で合計８億６,８３４万７９７円でありま

す。 

 資本金、剰余金の資本合計で１００億

８,４１６万８,８０５円となり、資産合計と負

債・資本合計とも、１７７億７ ,３０９万

５４１円であります。 

 １０ページをお開きください。平成２９年度の

事業報告書でありますが、概況につきましては局

長が説明いたしましたので、１２ページ、職員に

関する事項につきまして説明いたします。 
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 平成２９年度末の職員数は、水道管理課、水道

工務課合わせ３０人で、前年度と比較して２人増

となっております。これは、再任用職員の増と、

欠員となっておりました職員の補充があったため

であります。 

 また、水道事業支弁職員は、損益勘定支弁職員

が２３人、資本勘定支弁職員が３人となっており

ます。 

 １３ページから１６ページは、改良事業等であ

ります。 

 配水管布設替事業等の件数５６件、水道局庁舎

合併処理浄化槽改修工事１件、合計５７件の工事

費の合計は７億１,１３１万４,３８０円でありま

す。 

 次の１７ページは業務量を、給水人口から有収

率までを示してあります。 

 有収率につきましては９０.４％で、前年度よ

り０.２ポイント増加しております。 

 また、下段は、供給単価・給水原価を示してあ

ります。 

 次に１９ページをお開きください。４会計の

（２）の企業債の状況ですが、本年度の借入額

３億８,０００万円、償還額４億１,４３１万

３,５１４円で、その結果、当年度末企業債残高

４８億４,５７３万７,８８３円となり、前年度よ

り３,４３１万３,５１４円の減となりました。 

 ２０ページは消費税の経理処理方法を記載して

あります。 

 ２１ページになります。キャッシュ・フロー計

算書であります。１年間の現金収支を性質別に記

載したものであります。 

 １業務活動によるキャッシュ・フローは、予算

第３条収益的収支に係る現金の増減であります。 

 ２投資活動によるキャッシュ・フローと、３財

務活動によるキャッシュ・フローは、予算第４条

資本的収支に係る現金の増減であります。 

 本年度の資金増加額が２億２ ,５５７万

５,５９８円となり、前年度からの繰越現金と合

わ せ 、 資 金 期 末 残 高 が １ １ 億 ３ ２ ３ 万

２,０８８円となっております。 

 また、この資金残高が、７ページ貸借対照表の

現金預金と一致するものであります。 

 ２２ページから２４ページまで収益的収支及び

資本的収支明細書であります。 

 ２５ページをお開きください。（１）有形固定

資産明細書であります。１年間の固定資産の増減

及び減価償却費の明細であります。 

 ④の年度末現在高、⑦の減価償却累計、⑧の年

度末償却未済高がそれぞれ７ページの貸借対照表

の有形固定資産と一致するものであります。 

 （２）無形固定資産の水利権につきましては、

川内川水利権申請に係る委託料を計上してありま

す。 

 ２７ページから３６ページが地域別の企業債明

細書であります。３７ページと３８ページは注記

表になっております。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（大田黒 博）数字等のものではない

んですけれども、１点だけ。 

 こうして配水管布設がえの工事がずっと進んで

いくんですが、祁答院においての配管工事、図面

等の復元、これがどのぐらいまで復元されたのか。

決算ごとに毎年聞いているんですが、本管を含め

てずっと集中して、一昨年された経緯があると思

うんですが、こうして布設をされて、なくなった

図面が、どれだけ復活しているのか、ちょっと教

えていただけませんか。 

○水道工務課長（四元新一）ただいまの質問

ですが、ご存知のとおり祁答院地域については、

給水台帳、あと本管の台帳も明確なものがござい

ませんでした。今、この料金値上げをさせていた

だき、平成２８年度から１０カ年計画ということ

で、鋭意更新事業をやっているところでございま

す。 

 その中で、更新事業とかしながら、図面がきっ

ちりできたものについて、それをちゃんと台帳の

ほうにおさめて、あとマッピングシステムといい

まして、電子データもあるんですけど、そういっ

たものにも、当然おさめていくという形で、今、

しておりますが、まだ現在、民地の中を入ってい

る管であったりとか、現況が実際把握できないと

ころが多々ありますので、実際、そういった全体

数が幾らあって、今、どれだけ更新できたかとい

うのは明確に数字として、まだ整理ができていな

い状況でございます。 

 全て布設がえをしていった分については、随時、
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ちゃんとした台帳登録をしていくという形で、今

後も当然、今、いろんな形で不明管とかいろいろ

ありますので、今回は私たちが計画的に実施する

更新事業以外にも、いろんな道路事業とか、あと

県道関係で事業があります。そのときに水道管が

支障になるということで、いろいろ調査をかけま

すので、そういったときにわかった、そういった

管の位置だったりとか管径、管種、そういったも

のについては、随時登録をしていくという形で、

今、台帳の整理を行っている状況でございます。 

○委員（大田黒 博）はい、わかりました。

一回、本管から各家庭への支管といいますか、そ

ういうものにおいて、一回調査をされましたよね。

そういうのを含めて、大分普及をしているのかな

とは思ってはいるんですけれども、漏水関係に含

めて、漏水関係があったときの調査といいますか、

それは一回現場に当たったことがあるんですけれ

ども、漏水を感知する機械があって、そういうと

ころはまた復活して図面ができてくるのかなと思

いますけれども、平成２８年から１０年間といっ

たときに、それがどのくらいまで、半分復活する

のかなと思ったりもするんですけれど、心配なの

は心配なので、今後、そういうものを含めて、な

るべく早目の全復活、復旧といったものをお願い

しておきます。 

○水道工務課長（四元新一）今ありましたよ

うに、漏水等で漏水箇所がなかなか特定できない

と、管の位置がわからないというのも多々ありま

す、現在です。そういった情報をわかった時点で

しっかりと台帳に随時登録していくということで、

台帳の整備ができていくと思いますので、今後も

早急にそういった台帳整備ができますように、進

めていきたいと考えております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決に入りますが、本案については剰

余金処分と決算の認定の二つの表決が必要となる

案件でありますので、それぞれについて採決を行

います。 

 まず、本件のうち、平成２９年度薩摩川内市水

道事業剰余金処分について採決いたします。 

 本剰余金処分を原案のとおり可決すべきものと

認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本剰余金処分は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、平成２９年度薩摩川内市水道事業会計決

算について採決します。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第９９号 決算の認定について（平

成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第９９号決

算の認定について（平成２９年度薩摩川内市一般

会計歳入歳出決算）を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、議案

第９９号薩摩川内市一般会計決算のうち、水道管

理課、水道工務課分について説明いたします。 

 それでは、歳出から説明いたします。 

 一般会計決算書の８７ページをお開きください。 

 ２款１項５目財産管理費のうち、水道工務課分

は、備考欄のとおり旧工業用水水源地及び浄水場

除草業務委託と黒木泉源深井戸用水中ポンプの備

品購入費などです。 

 １３７ページをお開きください。 

 ４款３項１目水道費は、備考欄のとおり、簡易

水道事業及び温泉給湯事業特別会計への繰出金で

あります。 

 ２０５ページをお開きください。 

 １３款２項１目公営企業費は、水道事業会計分

への負担金・補助金・出資金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前にもどっていただきまして、５１ページをお開

きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入の１節土地建物貸
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付収入のうち水道工務課分は、５３ページ備考欄

中段にあります、旧工業用水道事業跡地及び樋脇

町の下之湯公衆浴場における電柱の土地貸付収入

でございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９９号の審査を一時中止します。 

 以上で、水道管理課及び水道工務課を終わりま

す。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（福元光一）次は、下水道課の審査

に入ります。 

 まず、下水道課関係の決算の概要について、当

局の説明を求めます。 

○水道局長（新屋義文）それでは、下水道課

の決算概要について御説明いたします。 

 決算附属書の１８１ページをごらんください。 

 まず、一般会計についてでございますが、１の

地域下水処理事業では、下の表にありますとおり、

川内地域の永利処理区及び鹿島地域の鹿島処理区

の地域下水処理施設の維持管理を行いました。 

 説明文の三つ目のぽつに記載しておりますが、

公営企業会計化業務委託として、移行のための準

備事務であります固定資産評価を行ったところで

ありますが、地域下水処理事業の公営企業会計へ

の移行につきましては、両処理区とも老朽化した

浄化センターの長寿命化対策など、改築に関する

検討のほか、特に、永利処理区におきましては、

将来の公共下水道・川内処理区への統合等に関す

る検討も考慮する必要があることから、当分の間、

公営企業会計には移行せず、一般会計のままで運

営することとしたところでございます。 

 次に、開けていただき、１８２ページをごらん

ください。 

 ２の小型合併処理浄化槽整備補助事業について

でありますが、アの補助基数等の表の２列目にあ

りますとおり、平成２９年度は３８８基の設置に

対し補助金を交付したところでございます。 

 なお、平成２９年度から３年間、生活排水処理

対策強化期間の取り組みとしまして、建設部が所

管します既存住宅改修環境整備事業補助金につい

て、下水道への接続または小型合併処理浄化槽の

設置に伴う住宅改修にありましては、２回目の受

給ができる特例を設けたところでございますが、

合併浄化槽の設置につきましては前年度より６件

の増にとどまったことから、今後も合併処理浄化

槽の普及啓発とともに、補助金制度の周知に取り

組んでまいります。 

 次に、１８３ページ、３の特別会計への繰出金

につきましては、主に施設整備に係る地方債の元

金及び利子償還に係る経費として、四つの特別会

計に対し、合計５億６,３１５万９,２０２円を支

出いたしました。 

 次に、その下、４の雨水ポンプ場事業は、公共

下水道の供用区域外に設置しております中郷及び

平佐ポンプ場の維持管理経費であり、大雨等の災

害等に問題なく運転できるよう、適正な管理を行

いました。 

 次に、開けていただきまして１８４ページでご

ざいます。５の都市下水路事業は、公共下水道の

供用区域外にございます、記載の四つの都市下水

路の維持管理を行ったところであり、その下、

６の下水道管理費では、水道事業の実施に伴う一

般職員９名の給与等の支出のほか、説明文の二つ

目のぽつ及び下の表にありますとおり、既存の専

用住宅から下水道への接続に対し、２５件の公共

下水道等接続補助金を交付したところでございま

す。 

 次に、１８５ページをごらんください。 

 公共下水道事業特別会計でございます。 

 まず、１の公共下水道処理施設管理では、次の

１８６ページの表にありますとおり、川内処理区

と上甑処理区に係る処理施設のほか、１８５ペー

ジの下にあります向田ポンプ場等の維持管理を行

ったところであります。 

 １８５ページの説明文、三つ目のぽつにありま

すとおり、川内処理区及び上甑処理区の下水処理

施設の維持管理に係る包括的民間委託のほか、四

つ目のぽつの３行目に記載のとおり、下水道施設

情報管理システム構築業務等として、川内処理区

について地図情報システムと連動した下水道台帳

の作成や、公営企業会計化業務として固定資産評

価を行ったところでございます。 

 また、五つ目のぽつに記載のとおり、向田ポン
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プ場の耐震診断を行ったところでございます。 

 次に、開けていただき、右側１８７ページをご

らんください。 

 ２の公共下水道整備につきましては、二つ目の

ぽつに記載のとおり、川内処理区のうち平佐第二

地区では、汚水管詳細設計業務委託、管渠整備・

舗装復旧工事を、宮里浄化センターでは、ポンプ

棟の増設工事を実施しました。 

 また、上甑処理区では中甑・中野浄化センター

の長寿命化対策工事を、長浜地区では測量・地質

調査業務委託、浄化センター実施設計委託を行っ

たところでございます。 

 次に、３の公債費につきましては、施設整備等

に伴う起債に係る元利償還金について、一般会計

からの繰入金を財源に支出しております。 

 なお、この後の各特別会計におきましても、公

債費の支出がございますが、説明を割愛させてい

ただきます。 

 次に、お開きいただき１８８ページをごらんく

ださい。 

 農業集落排水事業特別会計でございますが、

１の農業集落排水処理施設管理では、次の

１８９ページまでの表に記載しております城上処

理区など、五つの処理区の処理施設の適正な管理

に努めたところであります。 

 なお、説明文の三つ目のぽつに記載のとおり、

他の事業と同様、公営企業会計化の準備事務とし

て固定資産評価業務を委託しました。 

 次に、１９０ページをお開きください。２の農

業集落排水処理施設整備として、表に記載のとお

り、里浄化センター及び城上浄化センターの機能

強化対策工事等を行ったところでございます。 

 続きまして、１９１ページの漁業集落排水事業

特別会計ですが、１の漁業集落排水処理施設管理

では、下の表にございますように、上甑地域の三

つの処理施設の適正な維持管理に努めるとともに、

接続率の伸び悩む手打処理区について、特に接続

推進に取り組んだところでございます。 

 最後に、お開きいただき、右側１９３ページを

ごらんください。 

 浄化槽事業特別会計についてでありますが、

１の浄化槽施設管理では、上甑地域の江石、小島、

瀬上及び桑之浦地区で整備いたしました市町村設

置型浄化槽の適正な維持管理に努めたところでご

ざいます。 

────────────── 

△議案第１０２号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

１０２号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算）を

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

１０２号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算）に

ついて説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算書の２４２ページをお開き

ください。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、公共下水道事業の

管 理 に 要 す る 経 費 で 、 支 出 済 額 は １ 億

９,４８４万１,１１１円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、宮

里浄化センター等包括的維持管理業務委託ほか

１６件が主なもので、委託料のうち２,２００万

円は、向田ポンプ場耐震診断業務委託を前年度か

らの繰越事業として実施いたしました。 

 なお、各節の不用額につきましては、それぞれ

の実績によるものでありますが、１３節委託料の

不用額２５６万６,１０８円は、宮里浄化セン

ター等包括的維持管理業務委託、向田ポンプ場の

大雨対策による運転管理業務委託の執行残による

ものでございます。 

 １ ５ 節 工 事 請 負 費 の 不 用 額 ２ ５ ９ 万

４,０００円は、取りつけ管布設工事等の執行残

によるものでございます。 

 また、２３節償還金利子及び割引料で執行がな

かったのは、過年度使用料過誤納等に係る還付金

がなかったことによるものでございます。 

 次に、２款１項１目施設整備費は、公共下水道

事業の整備に要する経費で、支出済額は、３億

７,２２１万２,５８５円でありますが、川内地区

公共下水道整備事業で宮里浄化センターポンプ棟

建設に係る工事委託１億７,３８２万２,０００円

を逓次繰越し、また、平佐第二地区管渠築造工事、

中甑・中野浄化センター長寿命化対策工事委託及
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び長浜浄化センター実施設計業務委託について、

７,８６５万４,０００円を翌年度へ明許繰越いた

しました。 

 支出の内訳につきましては、備考欄記載のとお

り、職員一人分の給与費、及び宮里浄化センター

ポンプ棟建設工事委託外１２件と、平佐地区の私

道路への管渠築造工事外５件などであり、委託料

のうち７,４００万円は前年度からの継続費の繰

越分で、宮里浄化センターポンプ棟建設工事委託

を、同じく、委託料のうち５４１万４,０００円

は、平佐第二地区管渠詳細設計業務委託を前年度

からの繰越事業として実施いたしました。 

 次に不用額についてでありますが、１３節委託

料４４８万７,０００円の不用額は、平佐第二地

区汚水管路詳細設計の執行残によるもの。１５節

工事請負費１４７万７,５００円の不用額は、取

付管布設工事等の執行残によるものでございます。 

 ８節報償費で執行がなかったのは、長浜地区公

共下水道整備に係る地元推進委員の研修視察に係

る出会謝金を計上しておりましたが、視察が実施

できなかったことにより、全額未執行となったも

のでございます。 

 また、２２節補償、補填及び賠償金で執行がな

かったのは、公共下水道処理区域内での移転補償

がなかったことにより、補償金が全額未執行とな

ったものでございます。 

 次に３款１項公債費の支出済額は、１目元金及

び２目利子の合計で、３億３,６９０万７４２円

で、施設整備等に伴う長期債の元利償還金であり

ます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき２３６ページをお開きくださ

い。 

 １款１項１目１節公共下水道事業分担金は、年

度中に上甑処理区での新たな下水道接続がなく、

分担金の収入がなかったものでございます。 

 同じく２項１目１節公共下水道事業負担金の収

入済額は６９０万円で、川内処理区の公共下水道

事業受益者負担金が主なものでございます。 

 同じく２節公共下水道事業負担金滞納繰越分の

収入済額は２３万８,２００円で、川内処理区の

公共下水道事業受益者負担金の滞納繰越分でござ

います。 

 収入未済額４１万９,０００円は、滞納繰越分

として、現在、徴収に努めているところでござい

ます。 

 次に、２款１項１目１節公共下水道施設使用料

の収入済額は１億２,８６６万４,２００円で、川

内処理区及び上甑処理区の公共下水道施設使用料

が主なものでございます。 

 収入未済額３５０万２,４３０円は、滞納繰越

分として、現在、徴収に努めているところでござ

います。 

 なお、滞納者が行方不明等により、徴収不能と

なったため、２１万６,５００円を地方自治法の

規定による５年を経過したことにより不納欠損処

理しております。 

 同じく、２節公共下水道施設占用料の収入済額

は９,５４０円であります。 

 ２項１目１節指定等手数料の収入済額は２万

４,０００円で、排水設備指定工事店の指定手数

料でございます。 

 同じく２節確認手数料の収入済額は２１万

６,０００円で、排水設備計画確認等に伴う手数

料であります。 

 ２目１節督促手数料の収入済額は１１万

１,６００円で、施設使用料に係ります督促手数

料であり、収入未済額６万７,９００円は、施設

使用料にあわせて徴収に努めておりますが、徴収

不能となり、５年が経過した４,６００円を不納

欠損処理しております。 

 次に、３款１項、次のページ２３８ページをお

開きいただき、１目１節公共下水道事業費補助金

の収入済額は１億７,６４２万２,０００円で、川

内処理区宮里浄化センターのポンプ棟建設工事委

託に係る地方創生汚水処理施設整備推進交付金及

び平佐第二地区管渠築造工事、中甑・中野浄化セ

ンターの長寿命化対策工事委託、長浜地区の浄化

センター実施設計委託などに係る社会資本整備総

合交付金であります。 

 収入未済額１億２,５８３万５,０００円は、逓

次繰越した宮里浄化センターポンプ棟建設工事委

託及び明許繰越した平佐第二地区管渠築造工事、

中甑・中野浄化センターの長寿命化対策工事委託、

長浜地区の浄化センター実施設計委託に係る収入

未済額であります。 

 次に、４款１項１目１節一般会計繰入金の収入

済額は３億７,４５８万９０３円で、一般会計か
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らの繰入金であります。 

 ５款１項１目１節前年度繰越金の収入済額は

１,１００万７,０００円で、前年度からの繰越事

業費等財源充当繰越金であります。 

 次に、６款２項１目１節雑入の収入済額は

５９３万７,６０８円で、消費税及び地方消費税

の納め過ぎとなった平成２８年度分の還付金が主

なものでございます。 

 次に、７款１項１目１節公共下水道事業債の収

入済額は１億８,４６０万円で、川内処理区宮里

浄化センターポンプ棟建設工事委託や平佐第二地

区管渠築造工事、中甑・中野浄化センターの長寿

命化対策工事委託、長浜地区の浄化センター実施

設計委託、平成３２年４月からの公営企業会計移

行に向けての固定資産調査業務委託に係る下水道

事業債で、充当率１００％であります。 

 同じく２節の辺地対策事業債の収入済額は

１,５２０万円で、中甑・中野浄化センターの長

寿命化対策工事委託、長浜地区の浄化センター実

施設計委託に係る辺地対策事業債で、充当率

１００％であります。 

 次に、８款１項１目１節公共下水道事業費補助

金の収入済額は３５万３,０００円で、長浜地区

の下水道整備に係る県の公共下水道施設整備促進

事業交付金であります。 

 次に９款、次のページ、２４０ページをお開き

いただき、１項１目１節物品売払収入の収入済額

２万３,３８７円は、中甑・中野浄化センターの

脱水汚泥運搬用コンテナ２個を更新したことによ

り、不用となったコンテナを売り払ったものでご

ざいます。 

 続きまして、２４４ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額９億

４２８万８,０００円、歳出総額９億３９５万

４ ,０００円、歳入歳出差し引き額３３万

４,０００円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源

として、継続費逓次繰越額１４万４,０００円、

繰越明許費繰越額１９万円で、実質収支額はゼロ

円であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第１０３号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１０３号

決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算）を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

１０３号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算）

について説明いたします。 

 決算書の２５３ページをお開きください。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、農業集落排水事業

の管理に要する経費で、支出済額は４,８８１万

９０３円であります。 

 内訳につきましては備考欄記載のとおり、里浄

化センター外維持管理業務委託外１７件が主なも

のでございます。 

 なお、１１節需用費の不用額１９４万

６,９７６円につきましては、主に各浄化セン

ターの光熱水費の執行残が主なものでございます。 

 １３節委託料の不用額２４２万９,９４８円に

つきましては、城上浄化センターほか４カ所の維

持管理業務委託等の執行残が主なものでございま

す。 

 １４節使用料及び賃借料の不用額５２万

６７０円は、災害時の停電等に対応するため、バ

キューム車等の借り上げ料を計上しておりました

が、災害対応がなかったことによるものでござい

ます。 

 １５節工事請負費で執行がなかったのは、新設

の公共ます設置工事がなかったことによるもので
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ございます。 

 次に、２款１項１目施設整備費は、農業集落排

水施設の機能強化に係る経費で、支出済額は

４,５１０万８,８００円であります。 

 内訳は、備考欄記載のとおり、機能強化対策工

事薩摩川内地区（里）２９－１工区ほか１件が主

なものでございます。 

 なお、１３節委託料の不用額１００万円につき

ましては、機能強化対策積算参考資料作成業務委

託の執行残でございます。 

 次に、３款１項公債費の支出済額は、１目元金

及び２目利子の合計で、１億３ ,００５万

５,２２４円で、施設整備等に伴う長期債の元利

償還金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき２４９ページをお開きくださ

い。 

 １款１項１目１節農業集落排水事業分担金の収

入済額は８万円で、城上処理区の農業集落排水事

業分担金であります。 

 次に、２款１項１目１節農業集落排水施設使用

料の収入済額は４,８８９万８４０円で、城上処

理区ほか４処理区の農業集落排水施設使用料であ

ります。 

 収入未済額５２万６,９００円は、滞納繰越分

として、現在、徴収に努めているところでござい

ます。 

 次に、２項１目２節確認手数料の収入済額は

６万４,０００円であります。 

 同じく、２目１節督促手数料の収入済額は３万

７,３００円であります。 

 収入未済額１万２００円は、施設使用料の収入

未済に係ります督促手数料であります。 

 次に、２５１ページをお開きください。 

 ３款１項１目１節農業集落排水事業費補助金の

収入済額は２６１万円で、県補助金である農業集

落排水施設整備促進事業交付金です。 

 ４款１項１目１節一般会計繰入金の収入済額は、

１億２,５５６万９,０７５円であります。 

 次に、６款２項１目１節雑入の収入済額は、

３２万３,７１２円で、原子力立地給付金でござ

います。 

 次に、７款１項１目１節農業集落排水事業債の

収入済額は、２,３９０万円で、里浄化センター

の機能強化対策工事等に係る農業集落排水事業債

及び公営企業会計移行に向けての固定資産調査業

務委託に係る公営企業債で、充当率１００％であ

ります。 

 次に、９款１項１目１節農業集落排水事業補助

金の収入済額は２,２５０万円で、国庫補助金で

ある農山漁村地域整備交付金であります。 

 続きまして、２５５ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額、歳出総額

とも２億２,３９７万５,０００円で、実質収支額

はゼロ円であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第１０４号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市漁業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１０４号

決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市漁

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算）を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

１０４号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算）

について説明いたします。 

 決算書の２６４ページをお開きください。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、漁業集落排水事業

の管理に要する経費で、支出済額は２,３７２万

７,９９７円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、手
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打浄化センターほか維持管理業務委託外１３件が

主なものでございます。 

 なお、１１節需用費の不用額１０９万

６,０００円につきましては、各浄化センターの

光熱費等の執行残が主なもの。１２節役務費の不

用額５０万４４７円は、各浄化センターの水質検

査等の実績による執行残。１３節委託料の不用額

８８万５,０４０円は、各浄化センターの維持管

理業務委託等の執行残が主なものでございます。 

 また、９節旅費、１４節使用料及び賃借料で、

それぞれ執行がなかったのは、下甑地区現地協議

普通旅費等、浄化センター停電対策用の機械・車

両等借上料がそれぞれなかったことにより、全額

未執行となったものでございます。 

 次に、３款１項公債費の支出済額は、１目元金

及び２目利子の合計で、５,０１８万６,８３８円

で、施設整備等に伴う長期債元利償還金でござい

ます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２６０ページをお開きくだ

さい。 

 １款１項１目１節漁業集落排水事業分担金の収

入済額は３６万円で、手打処理区に係る漁業集落

排水事業分担金であります。 

 次に、２款１項１目１節漁業集落排水施設使用

料の収入済額は１,７２３万５,５６０円で、平良

処理区ほか２処理区の漁業集落排水施設使用料で

あります。 

 収入未済額３万５,４１０円は、滞納繰越分と

して、現在、徴収に努めているところでございま

す。 

 次に、２項１目１節確認手数料の収入済額は、

３万２,０００円であります。 

 同じく、２目１節督促手数料の収入済額は

８,９００円であります。 

 収入未済額９００円は、施設使用料の収入未済

に係ります督促手数料であります。 

 次に、４款１項１目１節一般会計繰入金の収入

済額は、５,４９２万４,１５１円であります。 

 次に、６款２項１目１節雑入の収入済額は

１５万４,２２４円で、原子力立地給付金であり

ます。 

 次に、７款１項１目１節漁業集落排水事業債の

収入済額は１２０万円で、次のページ、

２６２ページをお開きいただき、公営企業会計移

行に向けての固定資産調査業務委託に係る公営企

業債で、充当率１００％であります。 

 続きまして、２６６ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額、歳出総額

とも７,３９１万５,０００円で実質収支額はゼロ

円であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第１０５号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市浄化槽事業特別

会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１０５号

決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市浄

化槽事業特別会計歳入歳出決算）を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

１０５号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算）につい

て説明いたします。 

 決算書の２７３ページをお開きください。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、上甑地域の市町村

設置型浄化槽の管理に要する経費で、支出済み額

は１,００８万８,０７７円でございます。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、上

甑地域戸別合併処理浄化槽維持管理業務委託外

１件が主なものでございます。 

 なお、１３節委託料の不用額１５５万６２８円

は、戸別合併処理浄化槽の維持管理業務委託の執

行残でございます。 
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 また、２３節償還金利子及び割引料の未執行は、

過年度使用料過誤納等に係る還付金がなかったた

め、全額未執行となったものでございます。 

 次に、３款１項公債費の支出済み額は、１目元

金及び２目利子の合計で５１０万３,１１６円で、

施設整備等に伴う長期債の元利償還金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２７１ページをお開きくだ

さい。 

 １款１項１目１節浄化槽事業分担金の収入済み

額はゼロ円で、年度中の新たな浄化槽の接続がな

かったものでございます。 

 次に、２款１項１目１節浄化槽排水施設使用料

の収入済み額は７１０万３,３２０円で、上甑地

域の浄化槽排水施設使用料であります。 

 収入未済額９,６６０円は、滞納繰越分として、

現在、徴収に努めているところでございます。 

 次に、２項１目１節確認手数料は収入済み額ゼ

ロ円で、新設分がなかったものであり、同じく、

２目１節督促手数料の収入済み額は３,８００円

であります。 

 収入未済額２００円は、施設使用料の収入未済

に係ります督促手数料であります。 

 次に、４款１項１目１節一般会計繰入金の収入

済み額は、８０８万４,０７３円であります。 

 次に、７款１項１目浄化槽事業債の収入がなか

ったのは、浄化槽事業特別会計についても固定資

産評価業務を実施しておりましたが、将来的な事

業のあり方を検討する必要があることから、公営

企業会計への移行はしないこととし、全額を減額

補正したことによるものでございます。 

 続きまして、２７５ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額、歳出総額

とも１,５１９万１,０００円で、実質収支額はゼ

ロ円であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第９９号 決算の認定について（平

成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第９９号を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

９９号決算の認定について（平成２９年度薩摩川

内市一般会計歳入歳出決算）のうち下水道課分に

ついて説明いたします。 

 決算書の１３３ページをお開きください。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 ４款２項４目地域下水処理費は、下水処理施設

の維持管理及び小型合併処理浄化槽設置に係る補

助金交付等に係る経費で、支出済み額は１億

７,０３３万８,４０８円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、下

水処理施設管理費において、永利浄化センター維

持管理業務委託外８件、小型合併処理浄化槽整備

補助事業費において小型合併処理浄化槽設置整備

事業補助金３８８件、浄化槽費において浄化槽事

業特別会計繰出金が主なものでございます。 

 なお、１９節負担金補助及び交付金の不用額

２,８５５万１,６００円は、小型合併処理浄化槽

設置整備事業補助金の実績によるものでございま

す。 

 また、２３節償還金利子及び割引料の不用額

５１万３,５２０円につきましては、小型合併処

理浄化槽設置に係る国の交付金を循環型社会形成

推進交付金から地方創生汚水処理施設整備推進交

付金に切りかえたことから、循環型の交付金の精

算返納金の確定に伴うものが主なものでございま

す。 

 ２８節繰出金の不用額２６１万３,９２７円に

つきましては、浄化槽事業特別会計の決算額に伴

う執行残でございます。 

 次に、１４７ページをお開きください。 

 ６款３項４目農業集落排水費の支出済み額は
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１億２,５５６万９,０７５円で、備考欄記載のと

おり、農業集落排水事業特別会計繰出金であり、

不用額６５５万９２５円は、農業集落排水事業特

別会計の決算額に伴う執行残でございます。 

 次に、１４９ページをお開きください。 

 ５項５目漁業集落排水費は、漁業集落排水事業

特 別 会 計 へ の 繰 出 金 で 、 支 出 済 み 額 は

５,４９２万４,１５１円であり、不用額２７７万

９,８４９円は、漁業集落排水事業特別会計の決

算額に伴う執行残であります。 

 次に、１６７ページをお開きください。 

 ８款５項４目下水道費の支出済み額は、４億

７,５４７万８７６円であります。 

 内訳につきましては、備考欄記載のとおり、下

水道管理費で９人の職員給与費、都市下水路管理

費で都市下水路点検業務委託、ポンプ場管理費で

平佐ポンプ場１号排水ポンプ用エンジン修繕、中

郷ポンプ場・平佐ポンプ場維持管理業務委託外

２件、公共下水道費では公共下水道事業特別会計

繰出金が主なものでございます。 

 なお、１３節委託料の不用額２２６万

２,０１６円は、ポンプ場運転管理業務委託等の

執行残、１９節負担金補助及び交付金の不用額

２２７万７５０円は、公共下水道等接続補助金の

執行残、２８節繰出金の不用額１,８８５万

９,０９７円は、公共下水道事業特別会計への繰

出金の執行残でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、１７ページをお開きくださ

い。 

 １４款１項３目１節衛生使用料のうち、下水道

課分の収入済み額は、２,１３０万３,５６０円で

あり、永利処理区及び鹿島処理区の下水施設使用

料が主なものでございます。 

 収入未済額２０万１１０円は、全額下水道課分

であり、滞納繰越分として、現在、徴収に努めて

おります。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 同じく、６目３節都市計画使用料のうち下水道

課分の収入済み額は６,１７０円で、備考欄の一

番下に記載のとおり、都市下水路占用料でありま

す。 

 次に、２７ページをお開きください。 

 ２項３目１節衛生手数料のうち下水道課分の収

入済み額は２万９,７００円で、備考欄記載のと

おり、浄化槽清掃業許可申請手数料が主なもので

ございます。 

 同じく、２節督促手数料の収入済み額は１万

９,０００円で、収入未済額２,５００円は、衛生

使用料の収入未済に係ります督促手数料でござい

ます。 

 次に、３３ページをお開きください。 

 １５款２項３目２節清掃費補助金のうち下水道

課分の収入済み額は５,３３８万１,０００円で、

３５ページをお開きいただき、備考欄記載のとお

り、小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金に係

ります国の地方創生汚水処理施設整備推進交付金

と循環型社会形成推進交付金であります。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 １６款２項３目３節清掃費補助金の収入済み額

は２,９６７万９,０００円で、小型合併処理浄化

槽設置整備事業補助金に係る県の浄化槽整備事業

交付金であります。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 １７款１項２目１節利子及び配当金のうち下水

道課分の収入済み額は８７２円で、５５ページを

お開きいただき、備考欄下から３番目の下水道整

備貸付基金利子収入でございます。 

 続きまして、財産に関する調書について説明い

たしますので、３７２ページをお開きください。 

 出資による権利のうち下水道課分は、下から

４番目の県環境検査センター出捐金１１５万円で

決算年度中の増減はありません。 

 次に、３７７ページをお開きください。 

 運用基金の表中、下水道課分は一番下の下水道

整備貸付基金で、基金は総額１億２,０００万円

で、決算年度中の増減はありません。 

 次に、基金の運用状況について説明いたします

ので、３８５ページをお開きください。 

 下水道整備貸付基金は、下水道への接続推進を

図るため、無利子の貸付制度として運用しており、

貸付の対象は、下水道施設へ接続するための排水

設備改造工事に係る経費であります。 

 （５）の貸し付けの状況のとおり、平成２９年

度中の貸し付けは、２件、３１３万円で、平成

２９年度末の基金の貸付金額は４８５万

３,２００円となっております。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が
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ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、下水道課を終わります。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設政策課の審

査を行います。 

まず、建設政策課関係の決算の概要について部

長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、ただいま

から建設部の審査をよろしくお願いを申し上げま

す。 

 まず、全体といたしまして、平成２９年度一般

会計で予算額が６６億７０２万５,０００円であ

りました。これに対しまして決算額が５５億

８,１９０万６,４３６円、執行率が８４.４８％

で、前年度が８３.１２％でしたので１.４ポイン

トほど執行率は上がっております。それぞれの

課・室で継続事業や新規事業を積極的に事業展開

をいたしまして、一部の用地不調箇所や国の予算

配分不足以外は順調に進捗できたと思っておりま

す。 

 また、他部局・課から予算執行委託分で防災セ

ンターの建設、東郷学園義務教育学校の敷地造成

工事なども積極的に受け入れまして整備を進めた

ところであります。 

 国・県事業の推進に当たりましても、建設政策

課が窓口になりまして、陳情要望を進め、西回り

自動車道、川内川市街部改修事業、藺牟田瀬戸架

橋など大型事業もおおむね順調に進んだところで

ございました。 

 それでは、建設政策課について御説明をいたし

ます。 

決算附属書の１３８ページをお願いを申し上げ

ます。 

 用地グループにおきまして、土地の取得及び登

記の促進に努めてまいりました。地籍調査事業は

完了いたしておりますが、地籍成果のデータや基

準点座標等を管理をしておりまして、家屋調査士

や建設業関係の皆様方が多数請求があり、交付の

手続を行っております。 

 また、未登記土地の処理について、公共嘱託登

記協会に委託しながら進めておりますが、近年は

もう残りのほうがほとんど相続多数の案件ばかり

で、処理に時間を要している状況でもございます。

また、他の課で実施しております道路整備、公園、

区画整備等に伴います用地買収や登記事務を全て

受け入れ処理をしてまいりました。 

 川内川改修につきましては、それぞれの期成会

で国の関係機関や要望活動を展開し、大小路地区

の市街部改修につきましても、平成３１年度末、

少し平成３２年度に入り込むかもということであ

りますが、完成が見えてきたところでございます。 

 南九州西回り自動車道につきましては、阿久根

市と立ち上げました阿久根川内道路建設促進協力

会を中心に要望活動を展開し、阿久根インターか

ら（仮称）西目インター間では用地買収に入って

おり、本年度から一部工事に入るということで、

本日の南日本新聞にも１０月１３日に着工式を行

うという記事も出ているところで順調に進んでお

ります。水引から境の西方間につきましても早期

に用地買収に入っていただくように、鹿児島国道

事務所と綿密な連携をとっております。そのほか

藺牟田瀬戸架橋も平成３２年度中の完成に向けて

県にも頑張っていただいているところであります。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）引き続き当局の補足説

明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、議案

第９９号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算）のうち建設政策課

分について御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、決算書

の９７ページをお開きください。 

 一番上の２款１項１３目地籍調査費の支出済み

額６,３６２万９,０１１円は、地籍調査事業に係

る経費と、市道等の用地取得並びに本市未登記解

消に係る経費が主なものであります。 

 支出の内容でありますが、備考欄記載のとおり、

事項、地籍調査事務費において、地籍調査関係職

員の給与費及び公共嘱託登記業務委託外３件、事

項、用地管理事務費において行政事務嘱託員報酬、

用地関係職員の給与費及び公共嘱託登記業務委託

外５件が主なものになります。 

 不用額についてでありますが、１３節委託料の
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不用額４３９万８,７０８円は、公共嘱託登記業

務委託料の執行残で、地籍図修正業務並びに登記

調査業務等の実績によるものであります。 

 次に、１５７ページをお開きください。 

 上段の８款１項１目土木総務費の支出済み額

２億２,６９９万９,４０９円は、職員の人件費な

どの一般管理経費並びに道路関係の要望活動等に

要した経費であります。 

 支出の内容でありますが、備考欄記載のとおり、

事項、土木総務費において建設部関係職員の給与

費並びに鹿児島県市町村社会基盤整備推進協議会

会費外８件が主なものであります。 

 なお、各期成会・協議会の負担金の額につきま

しては、それぞれ均等割、人口割並びに延長割等

で決定されております。 

 次に不用額でありますが、３節職員手当等の不

用額２６３万１,１５９円は、時間外勤務手当の

執行残が主なもので、建設部全体の時間外勤務手

当を建設政策課で予算措置し、各課、各支所に配

分しておりますことから、各課、各支所の執行残

の合計が不用額となったものであります。 

 次に、１６１ページをお開きください。 

 下段の８款３項１目河川総務費の支出済み額

１億４,９４７万７,４６１円のうち建設政策課分

は１７１万９,０１０円であります。 

 支出の内容でありますが、各種期成会への負担

金等や、河川改修関係の要望活動並びに総会等へ

の出席に要した経費で、備考欄記載のとおり、事

項、河川管理費において、川内川下流改修促進期

成会分担金及び川内市街部改修促進期成会補助金

等が主なものであります。 

 次に、１６３ページをお開きください。 

 下段の８款４項１目港湾総務費の支出済み額

８,４９２万３,５４６円のうち建設政策課分は

４３万２,３９０円であります。 

 支出の内容でありますが、各種協議会等への負

担金や港湾関係の要望活動並びに総会等への出席

に要した経費で、備考欄記載のとおり、事項、港

湾総務費において、鹿児島県港湾協会負担金外

２件が主なものであります。 

 次に、１６５ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費の支出済み額１億

２,１５４万４,３９０円のうち、建設政策課分は

２３９万９,６９４円であります。 

 支出の内容でありますが、南九州西回り自動車

道阿久根川内道路に係ります事業用地の調査並び

に同自動車道の建設促進に係る協議会等への負担

金等で、備考欄中ほどに記載のとおり、事項、南

九州西回り自動車道促進事業費において、行政事

務嘱託員報酬及び南九州西回り自動車道阿久根川

内道路建設促進協力会分担金外２件が主なもので

あります。 

 なお、行政事務嘱託員につきましては、阿久根

川内道路の事業を促進するため、事業用地の権利

関係、相続等を事前に調査するため、平成２９年

度から新規に配置したものであります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、２５ページをお開きください。 

 １４款２項１目１節総務手数料の収入済み額

５,２８５万３,８７０円のうち、建設政策課分は、

次のページの備考欄上から１２行目の地籍成果品

交付手数料８４万６,３００円であります。 

 この手数料につきましては、先ほど部長からも

ありましたとおり、地籍調査の成果品であります

一筆座標、多角点座標及び多角点網図等の交付手

数料になります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設政策課を終わります。 

 ここで、休憩いたします。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時５３分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５８分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）それでは、休憩前に引

き続き、建設水道委員会を開会いたします。 

────────────── 

△建設整備課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設整備課の審

査に入ります。 

まず、建設整備課関係の決算の概要について部

長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）建設整備課につきま

しては、決算附属書の１４１ページからになりま
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す。 

 道路・交通ネットワークの整備ということで、

市道の整備ですが、都市計画道路として駅前白和

線の整備につきまして、本年３月に供用開始をし、

現在は仮設道路などの撤去が終了し、工事が終わ

ったところでございます。甑地域におきましては、

上甑で、中甑江石線の整備を続けてまいりました

が、本年度中に完了ということになってまいりま

す。また、鹿島の鳥ノ巣線につきましても、用地

の協力をいただいた部分から整備を進めておりま

して、展望所へのアクセスも向上をしたところで

ございます。市内全域から要望があります道路整

備につきましては、１６路線の整備を実施いたし

ました。 

 １４２ページには、電源立地校区振興事業とい

うことで、寄田地区、滄浪地区、それぞれ一路線

ずつの整備を行いました。県道整備につきまして

は、県が行います整備につきまして負担金を出し

ておりますが、川内串木野線ほか６路線について

負担金を支払ったところであります。 

 港湾施設の整備につきまして、川内港、里港、

長浜港について、それぞれ県の工事に伴いまして

負担金を支出しております。川内港につきまして

は、港湾計画の改定が一気に進むようになってお

りまして、交通貿易課と一緒になって県と連携し

てまいりたいと考えております。 

 公園整備におきましても、市内の都市公園、普

通公園、農村公園について指定管理者に委託をし

ながら、維持管理を進めてまいりました。幸いに

遊具のふぐあい、管理ミスによる大きな事故、苦

情等は発生しておりません。猫問題で相変わらず

課長以下大変苦労をいたしております。公園長寿

命化に伴います老朽化施設の更新についても努め

ております。 

○委員長（福元光一）引き続き当局の補足説

明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案

第９９号平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算書の建設整備課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、決算書の

１５９ページをお開きください。 

 ８款２項３目道路新設改良費の支出済額５億

８,２２３万４,４１５円のうち、建設整備課分は、

建設維持課分の交通安全施設単独事業費を除いて、

支出済額が５億４,２２４万３,８４２円です。な

お、道路整備に係る事業の一部２億５,５１３万

９,０００円を平成３０年度に繰り越しておりま

す。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 一般道路整備事業費、次ページになりますが、

１６２ページをお開きください。備考欄の中甑江

石線整備事業費・鳥ノ巣線整備事業費など関連す

る工事費や委託費などに要した経費です。 

 ここで、不用額について説明いたしますので、

１５９ページに戻ってください。 

 １７節公有財産購入費の不用額で、３８７万

３５０円となっておりますが、道路整備に係る用

地交渉が難航したことにより不用になったもので

す。また、この路線は川永野鹿角川線になります。 

 次に、１６３ページをお開きください。 

 ８款４項１目港湾総務費のうち、建設整備課分

は、右側のページの備考欄の港湾県営事業負担金

で支出済額７,７７２万円です。これは、県が施

工する川内港、長浜港、里港に係る港湾整備に伴

う負担金として支出したものです。 

 次に、１６５ページをお開きください。 

 ８款５項２目街路費の支出済額が２億

５,９８３万３,９７１円のうち建設整備課分は、

右側のページの備考欄の駅前白和線整備事業費で、

支出済額が１億１,６５６万７,８６０円です。な

お、駅前白和線に係る事業費の一部１,８５８万

円を平成３０年度に繰り越しております。備考欄

に記載のとおり、本事業に係る工事費や損失補償

金などに要した経費です。 

 次に、１６９ページをお開きください。 

 ８款５項５目公園緑地費の支出済額８億

６,０２２万８,３００円です。なお、公園整備に

係る事業費の一部１,８９０万円を平成３０年度

に繰り越しております。右側のページの備考欄に

記載のとおり、公園管理事業費・総合運動公園整

備事業費・丸山自然公園整備事業費で、また、公

園の指定管理料及び工事費並びに事業用地購入費

などに要した経費です。 

 次に、２０３ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

のうち、建設整備課分の支出済額は１４４万

９,６５２円です。 

 ２０６ページの備考欄の上段付近をごらんくだ
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さい。建設整備課分というところです。豪雨など

により被害を受けた総合運動公園多目的広場法面

小段水路堆積土砂除去業務委託や施設の修繕に要

した経費です。 

 なお、以上説明しました歳出執行に当たって

５０万円以上の予算流用で対応いたしました状況

について説明いたします。 

 別紙の議会資料、５０万円以上の節間流用一覧

をごらんください。 

 議会資料の２ページをごらんください。本課に

おける５０万円以上の節間流用は、２ページの

２３の１番から２６番までの５件であります。 

 ２３の１番及び２３の２番は、道路改良工事後

の舗装工事発注のため再積算を行ったところ、工

事請負費に不足が生じたため、事項一般道路整備

事業費の１７節公有財産購入費及び２２節補償、

補填及び賠償金から事項１５節工事請負費に

５４０万円予算流用し、執行したものであります。 

 ２４番は、新田・大山線道路改良舗装工事に係

る路床工において、不良個所があり置換工の変更

を要したことから、工事請負費に不足が生じたた

め、事項一般道路整備事業費の２２節補償、補填

及び補償金から同事項１５節工事請負費に

１９０万円予算流用し、執行したものです。 

 ２５番は、橋面防水工の変更を要したことから、

工事請負費に不足が生じたため、事項駅前白和線

整備事業費の２２節補償、補填及び賠償金から同

事項１５節工事請負費に６９万８,０００円予算

を流用し、執行したものであります。 

 ２６番は、川永野町に県が整備した産業廃棄物

管理型最終処分場の建設に伴う地区振興事業で隈

之城地区多目的公園整備工事において、排水工の

変更を要したことから、工事請負費に不足が生じ

たため、事項公園管理事業費の１３節委託料から

同事項１５節工事請負費に６３万円予算流用し、

執行したものであります。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

あります。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 ２１ページをお開きください。 

 １４款１項６目土木使用料３節都市計画使用料

で建設整備課分は、右側ページの備考欄に記載の

建設整備課分で、収入済額は１ ,６１４万

７,３３９円です。主なものは、寺山レストハウ

ス及び公園使用料などや隈之城川公園駐車場使用

料の駐車料金が主なものです。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 １４款２項６目土木手数料１節土木手数料で、

右側ページの備考欄に記載の建設整備課分で、収

入済額６２０円です。諸証明手数料でボランティ

ア実績などの証明に係る手数料です。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金１節道路橋梁費補

助金で、右側ページの備考欄に記載の建設整備課

分で、収入済額は６,１７６万１,０００円です。

収入未済額の３,８８６万１,０００円のうち、建

設整備課分は１,２１９万２,０００円で、鹿島地

域の鳥ノ巣線に係る事業費の一部を翌年度に繰り

越したため生じたものです。この社会資本整備総

合交付金は、馬場掛川線ほか２路線の整備に伴う

補助金で、補助率は、本土地域は５５％、甑島地

域では６０％です。 

 次に、下段の２節都市計画事業費補助金で右側

ページの備考欄に記載の建設整備課分で、収入済

額３,３２９万７,０００円です。 

 収入未済額の１,３６１万８,０００円のうち、

建設整備課分は２７８万３,０００円で、駅前白

和線に係る事業費の一部を翌年度に繰り越したた

め生じたものです。この社会資本整備総合交付金

は、駅前白和線の整備に伴う補助金で、補助率は

５５％です。 

 次に、下段の３節公園緑地事業費補助金で収入

済額６,２１６万８,０００円です。 

 右側ページの備考欄の社会資本整備総合交付金

は、公園施設長寿命化事業及び丸山自然公園整備

事業の補助金で、補助率は５０％です。 

 次に、４５ページをお開きください。 

 １６款２項６目土木費補助金７節公園緑地事業

費補助金で、収入済額は１,４４４万９,０００円

です。右側ページの備考欄に記載のとおり、地域

振興推進事業補助金で川内市街部かわまちづくり

事業（大小路地区）により、川内川右岸堤防の太

平橋から開戸橋までの区間の管理道路に街灯など

の施設整備に伴う県からの補助金です。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付

収入で建設整備課分は、５４ページになりますの

でお開きください。備考欄の中段あたりに記載の
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建 設 整 備 課 分 で 、 収 入 済 額 は １ ４ ５ 万

７,８７３円です。これは、公園内に設置してあ

る自動販売機などの貸地料です。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 １７款２項２目物品売払収入１節物品売払収入

で、建設整備課分は、５８ページをお開きくださ

い。備考欄の上段あたりに記載の建設整備課分で、

収入済額は２７３万６,６００円です。これは祁

答院町の矢立農村公園のニジマスの売払収入にな

ります。 

 次に、６１ページをお開きください。 

 ２１款４項２目土木費受託事業収入１節道路事

業受託事業収入で、右側ページの備考欄の収入済

額はゼロ円です。これは、県が施工した産業廃棄

物管理型最終処分場の建設に伴い、市が実施する

周辺地域振興事業に係る県からの受託事業であり

ましたが、川永野鹿角川線整備事業の用地交渉が

難航しており、支出がなかったことから県からの

収入もありませんでした。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入１節雑入で、建設整備課分

は７４ページをお開きください。備考欄の上段あ

たりに記載の建設整備課分で、収入済額４９６万

６,３１０円で、主なものは、電気・水道料実費

収入金及び川内駅西口駅前広場管理受託収入など

です。 

 以上で、歳入について説明は終わります。 

 次に財産に関する調書について説明いたします

ので、３６９ページをお開きください。表の区分

で行政財産の公共用財産の公園緑地帯の欄をごら

んください。 

 まず、土地について、４,９７３.９２平米の増

となっており、決算年度末現在高が２６３万

７,８６７.１９平米となります。これは、隈之城

地区多目的公園整備事業による増分であります。 

 建物については１８平米の増となっており、決

算年度末現在高が２万７,８２１.０５平米となり

ます。これは、峰山地区の柳山にありますトイレ

棟が記載漏れでありましたので、今回計上いたし

ましたものです。建物は、平成２６年度に完成し

ており、次年度に計上すべき事案でありました、

まことに済みませんでした。 

○委員長（福元光一）ただいま、当局の説明

がありましたが、これより質疑に入ります。御質

疑願います。 

○委員（川添公貴）この後、建設維持課と続く

んで、ここでお聞きしておきたいと思うんですけ

ど、合計で、契約案件１１５件の工事請負契約を

されています。このうち随契がどれくらいあった

のか、入札が幾らあったのか、即決がどれくらい

だったのかをまずはお示しいただきたいと思いま

す。 

○建設整備課長（吉川正紀）済みません。入

札分、即決分、随契分と分けた形で、ちょっと調

べていませんでしたので、後で報告させてもらえ

ませんでしょうか。 

○委員（川添公貴）本日は決算委員会なので、

わかりました。 

 そしたら、もう一点、この後も続くんで、目節

の間の目間流用、節間流用についてなんですが、

今回説明いただいてお聞きしたいのは、私が思う

には、市民生活に直接影響する内容であったんだ

ろうと思うんです。緊急性を要したんだろうと、

その中で、しっかりと有効的な判断をされて、市

民サービスのためにこの流用をかけたんだろうと、

私は思うんです。結論を言いますと、市民サービ

スに影響を与えるような内容については、随時、

目間流用、節間流用はやるべきだろうと。それは

しっかりと調整はされるんでしょうから、やるべ

きだろうと思っています。市民生活に直接影響す

るからと思っております。 

 この内容について、そのような事案であったの

かどうか。その流用もやり方の段階で、その設計

の予算が足りないけれど、これは市民のために早

くやらなきゃいけないんだと、次年度に繰り越す

こともできないんだというような内容であったん

だろうと推察するんですが、そのような理解でよ

ろしいのかどうかをお聞きしたい。 

 この後、建設維持課やらいろいろあるんで、も

うここでお聞きしておきたいと思います。 

○建設部長（泊 正人）建設整備課、建設維

持課、都市計画課、区画整理課、それぞれ工事発

注があるわけですけれども、一つの路線、あるい

は事業の中で、当初予算で工事請負費、委託料、

用地費と分けて、概算で予算要求をしてスタート

をします。 

 用地が先行しておりますので、工事を発注して

入札残とか出たり、あるいはどうしてもここの地
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点までは、ことしやり遂げたいというような場所

が発生したりします。そういう場合には、用地費

から流用してやるとか、そういう形でしますので、

無駄にこっちが余ったからこっちに組みかえて工

事を延ばすとかじゃなくて、やはり必要性があっ

て、その地点まで工事を延ばしたいとか、あるい

は逆もありまして、用地がうまくいくという情報

があった場合に、ことしじゅうに買っとったほう

が、相手さんにも都合がいいようなときには、逆

に用地費に流用して用地買収を先行する、そうい

うパターンが通常のやり方でやっております。 

○委員（川添公貴）パターン的にはわかるんで

すけど、目の中で、一つ仮に事業目の中で節に分

けて計上をとりあえずしておくということで、そ

の節の流用に関しては問題ないだろうと思うんで

す。 

 私が言いたいのは、先ほども言いましたように、

この決算書を見ると、市民生活に直接影響する内

容がほとんどでありますので、考え方人それぞれ

なんですが、私としては、節の流用、目の流用は

市民生活に直結する問題だから、ある程度柔軟に

対応していくべきだろうと思っています。 

 今、議会の議決事項は款項までですので、款と

項でしっかりと目的が押さえてあれば、目節につ

いては、その事業内容等に応じて、市民生活に応

じてやっていくべきだろうと思います。先ほど入

札の結果を聞いてから、この項に入ろうかと思っ

たんですけど、ぜひ今後も、そこ辺は柔軟に対応

して、市民生活になるべく影響がないように、

サービス向上のためにも、ここは財政課と柔軟に

対応していただくように、私としては希望してお

きたいと思います。 

○委員長（福元光一）部長いいですか。ほか

にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建設整備課を終わります。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設維持課の審

査に入ります。 

まず、建設維持課関係の決算の概要について部

長の説明を求めます。 

○建設部長（泊  正人）決算附属書が

１４４ページからになります。市道の維持管理に

つきましては、年間１,０００件を超える要望に

対しまして、予算の制限もございますが、約９割

については対応ができております。 

 市道との境界確認の申請に伴う立ち会いや、ガ

ス、水道など、各種専用申請があり、それぞれに

事務手続など適切な対応をしてまいりました。 

 交通安全対策につきましても、春と秋の交通安

全週間中に実施される道路診断結果等を参考にし、

各箇所に適した交通安全施設の設置を実施してま

いりました。 

 橋梁維持補修事業につきましては、橋梁長寿命

化計画に基づき、国の補助の範囲内で進めてきて

おります。事業費が非常に膨大なため、進捗が思

うようにいかないのが課題であり、他市町とも同

様でありますので、連携しながら国、県への予算

確保に向けた要望に努めてまいります。 

 災害対策につきましては、急傾斜地崩壊対策事

業や内水対策中長期ビジョンに基づき、浸水被害

の解消のため、旧たはら病院付近の排水路整備を

進めてまいりまして、今年度も継続しているとこ

ろです。 

 建設維持課におきましては、要望のほかにも市

民からの問い合わせなど多岐にわたる相談が寄せ

られるため、直接現場に出向いての対応が多く、

通常勤務時間内の内業が難しいため、どうしても

時間外が多くなってくるのが実情でございます。

課長以下若手職員の健康管理にも十分配慮しなが

ら、指導に当たっているところであります。 

 また、年度内に発生した公共土木災害復旧事業

につきましては、１０件を実施をしたところでご

ざいます。 

○委員長（福元光一）これからもいろんな質

問が出ると思いますので、課長以下も即答えられ

るように、よろしくお願いいたします。 

 引き続き、当局の補足説明を求めます。 

○建設維持課長（内田俊彦）それでは、議案

第９９号決算の認定について、平成２９年度一般

会計歳入歳出決算にかかわる維持課分につきまし

て、御説明いたします。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 決算書の１５７ページをお開きください。 

 ８款２項１目道路橋梁総務費で、支出済額は
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１億２,８６６万２,４６９円です。備考欄の主な

内容は、道路橋梁総務費で職員給与費、

１６０ページの備考欄の上の道路橋梁附帯設備管

理費では、橋梁や道路に設置している街路灯をＬ

ＥＤ化にかえるための工事請負費でございます。 

 次は１５９ページの中ほどになります。 

 ８款２項２目道路維持費で、支出済額は９億

４,３０３万７,０７８円です。備考欄の支出の主

な内容は、道路維持補修等業務嘱託員の報酬、高

貫橋拡幅設計業務委託外１７０件の業務委託、そ

れと高貫橋拡幅工事外７０８件の工事になります。 

 一節５０万円以上の不用額につきましては、

４節の共済費と７節の賃金につきましては、東郷

支所と鹿島支所の道路維持補修のための臨時職員

の採用時期に伴う執行残になります。１５節の工

事請負費と１７節の公有財産購入費では、主に地

域振興事業に伴う工事請負費及び土地購入費など

が主な執行残になります。 

 また、全く予算を執行しなかったものといたし

ましては、１９節負担金補助及び交付金で、予算

額５万円です。これは新たな嘱託員のための草刈

り機の操作に伴う講習会費でしたが、対象者がな

かったことによる執行残でございます。 

 次は同じページの下の段になります。 

 ８款２項３目道路新設改良費で、支出済額は

５億８,２２３万４,４１５円です。支出済額のう

ち建設維持課分は３,９９９万５７３円です。主

な内容は、１６２ページの備考欄の上から７行目

付近になります。交通安全施設単独事業費で市道

西部２号線区画線設置工事外１０２件の交通安全

施設整備になります。 

 次は、１６１ページの中ほどになります。 

 ８款２項４目橋梁維持費で、支出済額は、３億

９,９７０万２,９６０円です。備考欄の支出の主

なものは、橋梁長寿命化修繕計画に伴います開戸

橋補修工事外１９件の工事請負費でございます。 

 次は同じく１６１ページ下段から１６４ページ

になります。 

 ８款３項１目河川総務費で、支出済額は１億

４,９４７万７,４６１円で、このうち建設維持課

分の支出済額は１億４,７７５万８,４５１円です。

備考欄の主なものは、河川管理費では水門管理人

等の報酬になります。 

 １６４ページの備考欄の上の方の河川施設管理

費では、寄洲除去や寒水川等の護岸整備の支出に

なります。 

 その下の排水機場管理費では排水機場管理人報

酬等の支出になります。急傾斜地崩壊対策事業費

では池尻地区ほか７件の工事請負費に支出してお

ります。 

 一節５０万円以上の不用額につきましては、

１６２ページに返っていただきまして、１１節の

需用費で、水月川の水門の修繕料の執行残が主な

ものになります。 

 次は、１６３ページの中ほどになります。 

 ８款３項２目河川改良費で、支出済額は

３,６７０万６,０００円です。備考欄の主なもの

は、特定離島排水路整備事業費で、里地区排水対

策整備工事外２件にかかわる支出になります。 

 次は、同じページの１６３ページの下段になり

ます。 

 ８款４項１目港湾総務費で、支出済額

８,４９２万３,５４６円のうち、建設維持課分の

支出は６７７万１,１５６円です。主な内容は、

港湾総務費で建設維持課分は、桑之浦港港湾施設

宇佐橋の橋梁補修工事になります。港湾排水機場

管理費では、里町の荒切川排水機場管理人と補助

員の報酬に要した費用になります。 

 次は１７５ページの中ほどになります。 

 ９款１項５目水防費で、支出済額１３万

５,５１６円です。主な内容は、各水防倉庫に土

のう、くい等の水防資材を出水対策として購入し

たものでございます。 

 次は、同じページの９款１項６目災害対策費で、

支出済額の８億３,９３５万２,５４４円のうち、

建設維持課分は、支出済額１億４９７万

９ ,６８０円です。備考欄の主な支出は、

１７６ページの下から２行目の建設維持課分で、

市道小平線法面対策調査業務委託外１２件の委託

料と、１７８ページの備考欄の上の大小路地区排

水路工事１工区外６件の工事請負費になります。 

 一節５０万円以上の建設維持課分の不用額につ

きましては、１９節負担金補助及び交付金で建設

維 持 課 分 は こ の う ち 、 不 用 額 １ ２ ２ 万

４,０００円となっております。これは、特別災

害復旧補助金の執行残によるものです。 

 次に、２０３ページの上から２段目になります。 

 １１款２項１目現年公共土木災害復旧費で、支
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出済額１億２,９７７万４,３３３円です。備考欄

の主な支出は、職員給与費と災害復旧工事１０カ

所の工事請負費でございます。 

 次は歳出の最後になります。 

 同じページの中ほどになります。 

 １１款２項２目現年単独土木災害復旧費で、支

出済額３,３２４万５３８円です。単独災害につ

きましては、公共土木災害の対象にならない災害

復旧で６５件について執行をしております。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 なお、以上説明いたしました歳出の執行に当た

りまして、５０万円以上の予算流用で対応いたし

ました状況につきまして説明をいたします。 

 別冊の議会資料の５０万円以上の節間流用一覧

表を御準備ください。 

 資料の３ページをお開きください。建設維持課

分における５０万円以上の節間流用は、２７番目

から３２番の６件になります。それぞれ説明いた

します。 

 ２７番は、市道寄田・上野線の工事において、

電柱などの移設を予定しておりましたが、当初予

定した以外に新たな路線の電柱などの移設を行う

必要が生じましたが、予算が不足したため、道路

維持費の公有財産購入費から９０万円を予算流用

し、執行したものであります。 

 ２８番は、東大小路地区の排水路整備に伴う測

量設計分を執行する予定でおりましたが、大小路

地区の排水路整備工事に伴う建物損失補償調査件

数の増加に伴い、予算が不足したため、災害予防

応 急 対 策 費 の 工 事 請 負 費 か ら ２ ７ ８ 万

３,０００円流用し、執行したものでございます。 

 ２９番と３２番は、災害時における除雪、土砂

や倒木などの除去を予定しておりましたが、台風

５号により多数の被害が発生し、また、１月上旬

の積雪により除雪する必要が生じましたが、予算

が不足したため、災害予防応急対策費の委託料か

ら９００万円と１００万円を流用し、執行したも

のでございます。 

 ３０番は、道路愛護作業後の伐採した木や土砂

等の処理に要する費用を確保しておりましたが、

処理件数が多く使用料及び賃借料のそごが生じま

した。このため道路維持費の備品購入費から

１０４万円を流用し、執行しております。 

 ３１番は、大小路地区の排水路整備に伴いガス

管の移設を予定しておりましたが、当初予定した

箇所の移設が難しく、新たなルートでの布設がえ

が生じました。結果、予算が不足したため、災害

予防応急対策費の工事請負費から１２５万円を予

算流用し、執行しております。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

あります。 

 引き続き、歳入について御説明申し上げます。 

 決算書の１３ページをお開きください。下から

２段目になります。１２款１項１目１節交通安全

対策特別交付金になります。備考欄の主な内容は、

道路交通法に基づく交通違反金を原資に、県から

交付される交付金になります。 

 次に、２１ページの中段になります。１４款

１項６目土木使用料の１節道路橋梁使用料でござ

います。主な内容は、市道に占用している九電

柱・ＮＴＴ柱・ガス管等の道路占用料と、法定外

公共物である里道等において使用している九電柱

等の使用料になります。 

 同じページの一番下になります。同目５節港湾

施設使用料です。これは市が管理しております、

上甑の桑之浦港と江石港における使用料になりま

す。 

 次に、２３ページの一番上になります。同目

６節河川使用料でございます。これは、河川敷地

における九電柱、ＮＴＴ柱等の占用料でございま

す。 

 次に、２５ページの中ほどになります。１４款

１項８目１節消防使用料です。建設維持課分につ

いては、備考欄の行政財産使用料で、主な内容は、

宮内水防倉庫の一部敷地を進入路として中越パル

プに貸し付けているものでございます。 

 次に、２９ページの上から２段目になります。

１４款２項６目１節土木手数料です。建設維持課

分については、備考欄の建築許可の申請に必要な

市道の幅員証明等の証明手数料になります。 

 次は、３１ページの中ほどより少し下になりま

す。国庫支出金になります。１５款１項４目１節

公共土木災害復旧費負担金です。備考欄の主な内

容は、現年災害分７件と平成２８年度を繰り越し

した３件の公共土木災害の国庫負担金でございま

す。 

 次は、３５ページの上から２段目になります。

１５款２項６目土木費補助金の１節道路橋梁費補
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助金です。建設維持課分は、備考欄の社会資本整

備総合交付金の防災安全交付金で、橋梁長寿命化

修繕計画に伴う現年分の工事９件、及び点検業務

委託１４件、並びに繰越明許の４件分の工事等の

国庫補助金になります。 

 収入未済額３,８８６万１,０００円のうち建設

維持課分は２,６６６万９，０００円で、年度内

完成が見込めず３０年度に繰り越しした工事３件

の補助金になります。 

 次は、３７ページの真ん中になります。国庫委

託金です。１５款３項３目土木費委託金１節河川

費委託金です。主な内容は、国土交通省所管の水

門や排水機場の管理委託金になります。 

 次は、４５ページをお開きください。中段付近

になります。県支出金で１６款２項６目土木費補

助金の２節河川費補助金です。備考欄の主な内容

は、現年の急傾斜地崩壊対策事業補助金６地区分

と繰越明許いたしました２件の補助金、それと特

定離島ふるさとおこし推進事業補助金で里地区の

排水対策整備に係る補助金でございます。 

 次に、４９ページの一番下になります。県委託

金になります。１６款３項６目土木費委託金の

１節河川費委託金です。これは、県管理の水門管

理委託金と権限移譲事務委託金になります。 

 次は、５１ページをお開きください。節の段の

同目５節港湾費委託金です。主な内容は、県管理

の里港へ流れ込む荒切川排水機場に係る管理委託

金になります。 

 次は、６３ページをお開きください。２１款

５項４目雑入の１節雑入で、建設維持課分は

７４ページの備考欄の上から１５行目付近になり

ます。真ん中から５行目付近になります。これは、

道路の瑕疵による３件分の道路賠償責任保険金に

なります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（川添公貴）まず１点。予算執行の中で

１６３ページなんですけど、寄洲除去等に予算を

出されているんですが、大体どれぐらいの要望が

あって、どれぐらい対応できたのかということと。

県が２年ほど前に県下一円寄洲除去の対策をここ

とこことしますというのを出して予算を組んだん

ですけど、今回、この執行された中で県の負担が

どれぐらいあったのか、もしくはなかったのかを

教えていただきたい。 

○建設維持課長（内田俊彦）まず、県の負担

があったかということですけれども、県の負担は

なく市の単独費でやっております。 

 それから、要望件数につきましては、正確につ

かめてはおりませんけれども、平成２９年度につ

きましては２２カ所実施をしております。 

○委員（川添公貴）県が管理する河川と市が管

理する河川がその差があるだろうと思うんで、補

助があったのかなと思っていたんで、ないという

ことで。できれば、梅雨前とか今の時期、寄洲除

去の要望がかなり多いんで、県の寄洲除去事業と

連動して、なるべく県予算をもらうようにして処

理件数をふやしていただければなとは思っている

ところなんです。ぜひこの予算枠を若干ふやして

でも、そこ辺を対応していただければありがたい

なと思っている次第です。 

○建設部長（泊 正人）今あったように３年

前で終わったんですかね。県内４０億円ぐらいで

県河川を全部されました。それを受けて市のほう

も建設維持課で予算をつけて、年間２０数カ所ず

つやっているんですけれども。また、その三、四

年前に終わった県河川が、また堆積し出したとい

うことで、県の市長会でうちの市長が提案をして、

もう一度、そういう予算組みをしてくださいとい 

うことで県にも要望を出してあります。 

○委員（森永靖子）今の関連ですが、市民の方

から新田神社からおりてきて、暮橋のあの銀杏木

川のあそこも寄洲が汚いのでということでお願い

に行ったら、合庁に行けということで行って説明

してお願いしてきたんですが、そのまんまなんで

すよ。どこにどうつながってなのか、合庁でも余

り受け答えもよくなかったので、私も諦めたんで

すが、お願いされた方がもう亡くなってしまって、

ほがなかもんじゃって怒られたんでしたけど。暮

橋のところの銀杏木川のあそこはどうなんでしょ

う。 

○建設維持課長（内田俊彦）銀杏木川の暮橋

付近は県が管理する河川になります。２カ月ぐら

い前に中郷地区の代表の方とか、それから亀山地

区の代表の方からも要望がございまして、県の方

も出席をして、そこで銀杏木川のしゅんせつとか

そういうのをしてもらえないかということで意見
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交換会みたいなのを開いて、その中で県といたし

ましてはなかなか予算もないので、予算を確保し

た中で対応したいというような話も伺っていると

ころでございます。 

 今後もそのような話があったということは、引

き続き県のほうには伝えてまいりたいというふう

になっております。 

○委員（川添公貴）交通安全施設単独事業等に

ついてちょっとお伺いしてみたいんですけど、こ

れを聞く前に、歳入の１２款について、ちょっと

私の認識と合っているかどうかを確認する意味で

質問させてください。 

 県からの配分ということなんですけど、この配

分率はたしか事故件数によっての配分ですよね。 

○建設維持課長（内田俊彦）配分の内容は、

ＤＩＤ地区の人口数、それと事故件数、それと市

道の改良延長、この三つがあわさった中で計算さ

れて配分されることになっております。 

○委員（川添公貴）わかりました。昔、鹿児島

県は反則金・罰金の納付県で国からの配付が少な

いので有名だったんですよね。配分が少ないて、

ちょっと聞いたんで。ということは取り締まりが

厳しくて、反則金はたくさん集めるけど、こうい

う配分はほとんど来ないというのがちょっとあっ

たんで。それは置いといて、確かに交通安全運動

とかいろんな形で設備等も広いところでやってい

らっしゃる。合計１０３件やっていただいてはい

るんですけど。実際のところ、共通認識だと思う

んですが、要望はかなり多いんですよね。要望は

かなり多い。 

 一番身近な要望が多いのが、白線が消えている

というのが要望が多い。この３,９９０万円、約

４,０００万円が有効に使われているんですけど、

県との相談等も必要だと思うんですが、次年度、

今、平成３０年度ですから、平成３１年度の予算

枠の中では、やはり要望件数に応じた予算枠をぜ

ひ組んでもらいたいと思っています。こんだけし

ても、まだ要望があるということはやはり足らな

いんだろうと思いますんで、約４,０００万円の

予算を、財政課がここにいないと思うんですけど、

いたとしたならば３割増しとか５割増しとかいう

ことを要求していただければ２割ぐらいはふえる

んじゃないかと思います。いろんなところの要望

等を考えると必要なのかなと思いますが、ぜひ要

望をお願いしたいと思います。 

○建設維持課長（内田俊彦）去年、委員会の

中でも区画線については御指摘を受けまして、そ

の後調査を行いまして、２００何十キロという距

離の区画線がわかっております。去年から予算を、

去年は９月補正で予算をいただきまして区画線を

実施しておりまして、今年度も３,０００万円と

いう形での予算です。来年度も４,０００万円上

げて３,０００万円でしたので、また４,０００万

円を上げたいということで要望しております。そ

の中で残りの分については対応していきたいとい

うふうに考えております。 

○委員（川添公貴）ありがたいと思うんです。

考え方の一つとして、総合的な交通安全対策施設

ということが必要であろうと。これは一つとして。 

 もう一点の観点が、学校区域の俗にいうスクー

ルゾーン３０というのがあるんですけど、それは

置いておいて、学校周辺区域は別途枠の予算を組

んでいただくと。というのは学校の付近の横断歩

道、白線、反射板、ガードレール等が破損してい

た場合、児童生徒の命にかかわる問題なんで、そ

こは通学路安全対策事業費とかという名前を変え

て２,０００万円ばかりして、ここを４,０００万

円ばかりすりゃ２,０００万円ふえますから。財

政がいないと思いますんで、ぜひ部長、そのよう

な財政も理解が得られると思いますんで、ぜひ努

力をお願いをしたいと思います。 

○建設部長（泊 正人）通学路、スクール

ゾーンについては、教育委員会からそういう位置

関係が報告されてきて、建設維持課と年に２回ぐ

らい現地調査もしておりますので、また調査の上

検討させていただきたいと思います。 

○委員（森永靖子）平成２９年度の意見要望の

処理状況のところで、川内駅東西自由通路のエレ

ベーターのことで。乗ったら、ちょっとの間なん

だけど物すごい暑くて汗が出ますよということで

話をしたら、最初、何年か前に言ったときに、設

計ミスだったということを、はっきり私聞いてい

たんですけども、そのことを去年話ししたら、こ

こで平成３０年４月にエレベーター内に温度上昇

防止用の遮熱フィルムを設置したとありますね。

何回も乗ってみるけども、効果があったんでしょ

うかね。全然、乗れば乗ったで、みんな、ここは

のさんどなって言われるんだけど、これについて
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も予算は入れてあるんですよね。 

○建設維持課長（内田俊彦）平成３０年度の

予算のときにクーラーについては要望をいたしま

した。予算のほうがなかなか厳しいということで、

平成３０年度に予算の範囲で遮熱のフィルムを張

ったところなんですけれども。効果は、実施しな

いよりは効果あるのかなというふうなことで考え

て施工したところでございました。 

○委員（森永靖子）４月につけたってあるので、

ことしの夏ほど暑い夏はないと言われた時期に、

職員の中で誰かこれに乗ってみられて効果を確か

められましたか。 

○建設維持課長（内田俊彦）建設維持課の職

員が現場に行って乗って確認はしております。 

○委員長（福元光一）そのときの感想をお願

いします。 

○主幹兼建設管理グループ長（吉留秀一）

フィルムを張った後、効果がありましたので、管

理を委託しているまちづくり公社の方々にも乗っ

ていただき、ことしの夏につきましては、かなり

暑かったのですが、その暑い時期に乗ってはいな

いんですが、昨年度よりは温度の上昇は防止でき

たかなと思っております。 

○委員長（福元光一）引き続きエアコンをつ

けるように要望してください。 

 ほかにございませんか。 

○委員（川添公貴）簡単にお聞きしますけど、

この工事請負の附属書を見て、道路橋梁附帯設備

管理費とかいろいろ維持費とかあるんですけど、

この工事請負の中で俗にいう即決、多分、金額的

にいうて即決が多いんですが。仮に即決の場合と

一般入札をかけた場合の時間的差はどれぐらい出

るのか。一般入札は例えば設計をして、工事業者

を決めて、発注をかけて、契約を結んで、工事着

工を決めて、納期があって完了ということがあり

ますよね。即決の場合は、市民生活に救急に影響

する問題なんで、ある程度急いでやられるから、

ちょっと、相対的にどれぐらい工期の差があるの

かなと思って。工期というのは時間の差ですね。 

○建設維持課長（内田俊彦）一般工事につき

ましては、大体一月準備がかかります。なおかつ

大きな工事になりますと、入札までに１カ月半ぐ

らいかかります。即決につきましては、３０万円

未満と３０万円以上で書類の作成が異なってきま

すので、３０万円未満は１者随契になります。

３０万円以上１３０万円未満は３者の見積もりと

いう形になりますんで、それが大体１週間から

１０日ぐらいかかります。 

○委員（川添公貴）ということは１週間ですか

ら、約１.５カ月かかったときに約７週間を１週

間で済ますと、７分の１の省力で済むということ

ですよね。よっぽど大きな事業等は別にして、こ

の金額を見ると、例えば１４万円とか５０万円と

か６０万円台とかがごろごろあるんですよ。この

契約をあえて入札でせずに、やはり市民生活に応

じた即決事業なんで、市民生活に応じて、今おっ

しゃったように１週間から２週間で工事着工がで

きるということは、それだけ緊急性がある、さっ

きも言いましたけど、案件だと思うんです。だか

ら、節の流用も必要だろうということも、根拠は

一緒なんですけど。 

 ぜひやはり市民の皆さんの目線で、この３０万

円、１３０万円以下をしっかりと活用していただ

いて、大型案件については別ですが、市民の方々

がすぐにでも暮らしやすい生活を送れるように、

今後もこういうのをどんどん活用しながら努力し

ていただきたいと思う次第でございました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建設維持課を終わります。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（福元光一）次は、都市計画課の審

査に入ります。 

まず、都市計画課関係の決算の概要について、

部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、都市計画

課について決算附属書は１４６ページでございま

す。 

 川内川の市街部改修に伴います都市計画道路中

郷五代線につきましては、受託合併工事協定に基

づき、おおむね順調に進んでおります。工事中で

ありましたおれんじ鉄道アンダー部のボックスに

ついては、７月３０日に川内川河川事務所入り口

から下麦建材前まで供用開始となったところであ

ります。平成３１年度末を目標に、現在工事のほ
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うが進められております。 

 川内駅周辺駐車場等の管理につきましては、指

定管理者がかわりましたけれども、大きなトラブ

ルがなく進められたところであります。川内駅東

口アクセス道路整備につきましては、昨年１２月

にルート決定の説明会を実施し、その後詳細設計

を行い、８月２７日にルート選定の説明会を実施

いたしました。 

 今後、用地測量等を実施していきまして、早い

時期に用地交渉等に入れればというふうに考えて

おります。 

 屋外広告物につきましては、違反広告物につい

て指導を行いながら、撤去されないものについて

は直接、職員が撤去して回るなど対応をしている

ところであります。 

 景観資源の共有や発掘に努め、重要景観資産な

どの認定も行ってまいりました。 

○委員長（福元光一）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○都市計画課長（伊東理博）議案第９９号平

成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算のう

ち、都市計画課分について御説明申し上げます。 

 初めに、歳出について御説明いたしますので、

決算書の１６５ページをお開きください。 

 都市計画課の全体額ですけども、予算現額３億

５,０８０万７,０００円に対し、支出済額は２億

６,２４１万８０７円となっております。 

 ８款５項１目都市計画総務費のうち、備考欄の

都市計画課分の事項について、主な支出内容を御

説明いたします。 

 事項、都市計画総務費は、公共サインの整備、

都市計画に関する検討、職員給与等の予算であり

ます。都市計画審議会委員１３人分の報酬１回分

と８人分の職員給与費、それから持続可能なまち

づくりを目的とした立地適正化計画の策定に向け

て実施しました薩摩川内市都市計画構造分析業務

委託ほか５件の委託料、電源立地地域対策交付金

事業として公共施設への適切な交通誘導を図るた

めの公共サイン設置工事ほか２件が主なものであ

ります。 

 なお、一節５０万円以上の不用額は、都市構造

分析業務委託について、一部変更が生じたため、

委託料において９７万１,６００円の不用額が生

じました。 

 同じく次の事項、川内駅周辺地区駐車場管理費

では、川内駅西口の薩摩川内市営駐車場に係る指

定管理料が主なものであります。指定管理者との

連携により、利用者への利便性向上に努めており

ます。 

 なお、一節５０万円以上の不用額ですが、修繕

費について、バス駐車場のフェンス修繕が発生し

ましたが、そのほかに駐車場利用者の安全対策と

して緊急に確保しなければならない修繕等の必要

が生じなかったため、６３万９,５２０円の不用

となりました。 

 同じく中段より下段の事項、屋外広告物管理費

では、鹿児島県屋外広告物条例に基づきまして、

県からの権限移譲事務でございますが、予算は建

築士業務嘱託員一人分の報酬が主なものでありま

す。 

 次の事項、景観推進費では、薩摩川内市ふるさ

と景観計画を基本に、地域力により後世に誇れる

良好な景観の整備及び保全並びに創出を図るため、

魅力ある景観形成に取り組んでおり、予算として

は、景観審議会の９人の委員報酬、それから景観

整備事業補助金として景観重要資産のある地区コ

ミュニティ協議会のうち、事業希望のあった４地

区のコミュニティ協議会へ補助を行いました。 

 同じく１６５ページの下のほうになります。街

路費についてでございます。２目街路費のうち都

市計画課分は、予算現額２億２,１００万円に対

し、支出済額１億４,３２６万６,１１１円です。 

 事業内容は、中郷五代線整備事業と川内駅東口

アクセス道路整備事業であります。 

 備考欄の下から３番目の事項、中郷五代線整備

事業費では、交通量の分散と歩行者等の安全確保

を図るため、大小路地区引堤事業と一体整備によ

り中郷五代線を延伸整備するものでございます。 

 主な支出内容は、１６５ページから１６８ペー

ジにかけて記載してございますが、川内市街部改

修事業及び都市計画道路中郷五代線築造工事に伴

う肥薩おれんじ鉄道上川内～川内間３４９Ｋｍ

６７７ｍの立体交差工事委託外７件が主なもので

ございます。 

 そのほかに負担金として、中郷五代線道路築造

工事の市道拡幅部分に係る九州地方整備局への負

担金がございます。九州地方整備局への負担金に

ついては、国の引堤事業に伴う中郷五代線のつけ
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かえ工事にあわせ、市が拡張する道路築造工事部

分についても、九州地方整備局で施工しておりま

すが、その受託合併工事の基本協定に基づいて、

平成２９年度の本市分の費用を負担したものでご

ざいます。 

 また、前年度からの逓次明許繰越分は、先ほど

説明しました中郷五代線築造工事に伴う肥薩おれ

んじ鉄道との立体交差工事委託でございます。 

 この立体交差部工事委託は、川内川河川事務所、

肥薩おれんじ鉄道及び当市との３者協定により、

肥薩おれんじ鉄道のアンダー部を施工したもので

ありますが、工事に伴う振動・騒音について近接

住民から苦情があり、施工方法を見直すなど、住

民との調整に不測の日数を要したことから工程に

おくれが生じました。これにより平成２９年度内

の完成が見込めなくなり、予算の繰り越しを行っ

ておりますが、年度末間際での委託費精算となっ

たため８１６万５,８９３円の不用額が生じまし

た。 

 また、土地購入費につきましては、未買収の残

りの１筆について、年度内買収を予定していたと

ころ、交渉先の事情で年度内買収ができなかった

ことにより不用となったものでございます。 

 次に、川内駅東口アクセス道路整備事業費です

が、川内駅東口への交通アクセス強化及び中心市

街地における交通渋滞緩和並びに交通の分散化を

図ることを目的としております。 

 支出につきましては、道路概略設計業務委託が

主なものであります。委託料の残額は、ほぼ

３０年度に繰り越してございます。 

 中郷五代線と川内駅東口アクセス道路整備事業

の街路費については、総額７,５４９万円を平成

３０年度へ繰り越しております。 

 次に、先ほど説明しました各事項の歳出執行の

中で、５０万円以上の予算流用で対応いたしまし

た状況について説明します。 

 別冊の議会資料、５０万円以上の節間流用の一

覧表をごらんください。３ページの３３番でござ

います。街路費の中郷五代線事業費の補償費で、

平成２９年度の工事工程が想定より進捗した区間

がありました。ＮＴＴ柱の移設補償が必要になり

ましたが、補償、補填及び賠償金に不足が生じた

ため、土地購入費により１５２万円を流用し、執

行したものでございます。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

ございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 最初に、収入未済についてですが、都市計画課

における歳入に関しまして、平成２９年度の社会

資本整備総合交付金で１,０８３万５,０００円の

収入未済がございました。この収入未済につきま

しては、今月に収入済みとなっております。 

 では、決算書の２１ページをお開きください。

１４款１項６目土木使用料３節都市計画使用料に

ついて、備考欄の下のほうになります。都市計画

課分は３,１９４万２,９３０円です。川内駅西口

駐車場等に係る時間貸し、日貸し、月決めの市営

駐車場使用料が主なものになります。 

 次に、２９ページをお開きください。同じく

１４款２項６目土木手数料１節土木手数料の都市

計画課分は２２９万２,５５０円です。備考欄の

真ん中よりやや上にございます。屋外広告物許可

手数料が主なものです。県の権限移譲事務に係る

屋外広告物の新設及び更新に係るものでございま

す。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金２節都市計画事業

費補助金の都市計画課分は、備考欄の真ん中付近

に示してございます。 

 中郷五代線整備の用地取得及び九州地方整備局

への道路築造工事負担金に係る社会資本整備総合

交付金で３,４０４万５,０００円、それから集約

都市形成支援事業補助金１８６万円でございます。 

 次に、４５ページをお開きください。備考欄は、

真ん中よりやや下の段になります。 

 １６款２項６目土木費補助金６節都市計画費補

助金は、都市計画基本調査補助金６２８万

２００円です。 

 次に、５１ページをお開きください。一番上の

段になります。 

 １６款３項６目土木費委託金３節都市計画費委

託金の都市計画課分は、備考欄の上から３番目に

なります。鹿児島県屋外広告物条例等に関する事

務などに係る権限移譲事務委託金２５万

２,０００円です。 

 次に、７３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目１節雑入の都市計画課分は、

１４４万７,４２７円です。備考欄の真ん中より
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やや上の九州新幹線整備負担金返還金が主なもの

です。 

 これにつきましては、新幹線建設時に地元負担

金を支出しておりましたが、今回、中郷五代線整

備事業で新幹線との交差部分の用地を買収したと

ころ、新幹線の用地が減少したことから、負担金

の一部が返還されたということでございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９９号の審査を一時中止します。 

 以上で、都市計画課を終わります。 

────────────── 

△区画整理課の審査 

○委員長（福元光一）次は、区画整理課の審

査に入ります。 

 まず、区画整理課関係の決算の概要について、

部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）区画整理課になりま

す。 

 附属書の１４７ページからになりますが、天辰

第一地区につきましては、ほぼ終盤に差しかかっ

てまいりました。三堂川や立山川にかかります橋

梁の整備や区画道路の整備を行ってまいりました。

換地処分におけました全体の確定測量も実施をい

たしております。 

 第二地区につきましては、事業認可もおりまし

て、河川公管金協定も終了し、建物補償調査など

が実施されたところであります。本年３月には、

国土交通省九州地方整備局と協定を結んでおりま

す。 

 第二地区が動き出しますと、第一地区との区域

境の段差解消や浸水不安区域の解消に向けた作業

に入れる見込みであります。 

 また、本格的に工事着手いたしますので、埋蔵

文化財調査等も実施をしているところであります。 

────────────── 

△議案第１０６号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

１０６号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算）を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第１０６号

平成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整

理事業特別会計決算について御説明申し上げます。 

 初めに、歳出について御説明申し上げますので、

決算書の２８２ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費の支出済額は、

１億６,１１１万５,４５１円です。平成３０年度

への繰越明許費２,２８９万９,０００円は、関係

機関との協議に不測の期間を要したことから、委

託料及び工事等の年度内完成が見込めないため、

翌年度へ繰り越したものであります。 

 右側のページの備考欄をごらんください。 

 内容としましては、土地区画整理審議会委員の

報酬、職員３名分の給与費、委託料１９件、工事

請負費４０件、水道施設移転補償金１１件などが

主なものでございます。 

 次に、２款１項１目公債費元金の支出済額は、

２億４,５８１万８,２５８円です。これは、これ

までに借り入れた長期債の償還元金であります。 

 次に、２款１項２目利子の支出済額は、

２,３５６万２,２８９円です。これは、これまで

に借り入れた長期債の償還利子であります。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

決算書の２８０ページをお開きください。 

 １款１項１目事業収入については、保留地処分

収入を計上していましたが、平成２９年度は購入

者がなく、３月補正にて減額しております。 

 ２款１項１目土木費負担金については、第２三

堂橋の水道管の架設による橋梁負担金として収入

を見込んでいましたが、工法変更により負担金を

徴収する必要がなくなったことから減額しており

ます。 

 ３款１項１目１節土地区画整理事業費補助金に

ついては、社会資本整備総合交付金（活力創出基

盤整備事業及び市街地整備事業）として

３,０５２万４,０００円の交付金を収入しており

ます。うち活力創出基盤整備の繰越明許費が

２,８７８万９,０００円であります。補助率は、

活力創出基盤整備交付金が１０分の５.５、市街

地整備事業交付金が１０分の４であります。 

 収入未済額５８０万円は、社会資本整備総合交
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付金の交付決定額のうち、年度内完成が見込めな

いため、平成３０年度へ明許繰越した事業にかか

わるものでございます。 

 ４款１項１目１節土地区画整理事業費補助金

１９１万円は、土地区画整理事業補助金として、

鹿児島県からの収入であります。うち繰越明許費

は１８５万円であります。補助率は１０％であり

ます。 

 ５款１項１目１節一般会計繰入金３億

４,２２０万１,０００円は、一般会計からの繰入

金であります。 

 ６款１項１目１節前年度繰越金５,３２５万

９,６８２円は、前年度からの繰越金であります。 

 ８款１項１目１節土地区画整理事業債について

は、国庫補助事業に係る合併特例事業債分

２,１２０万円、うち繰越明許費分は２,０６０万

円であります。 

 ９款１項１目１節土木使用料３万２,１００円

は、土地区画整理事業区域内の電柱、電話柱等の

設置に伴う行政財産使用料として収入しておりま

す。 

 次に、実質収支に関する調書について御説明申

し上げます。決算書の２８４ページをお開きくだ

さい。 

 歳入総額４億４,９１２万７,０００円に対し歳

出総額４億３,０４９万６,０００円で、歳入歳出

差引額は１,８６３万１,０００円であります。 

 繰越明許費繰越額に係る翌年度へ繰り越すべき

財源が１,７０９万９,０００円で、これを差し引

いた実質収支額は１５３万１,０００円となりま

す。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第１０７号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市天辰第二地区土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）次に、議案第１０７号

決算の認定について（平成２９年度薩摩川内市天

辰第二地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算）を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第１０７号

平成２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算について御説明申し

上げます。 

 初めに、歳出のほうから説明申し上げます。決

算書の２９１ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費の支出済額は、

８,４２９万２,９７９円です。 

 右の備考欄をごらんください。 

 内容としましては、土地区画整理評価員、審議

会委員、建築士業務嘱託員の報酬、職員２名分の

給与費、委託料６件、職員厚生会負担金が主なも

のでございます。 

 続きまして、収入について御説明申し上げます。

２８９ページをお開きください。 

 ２款１項１目１節都市計画費負担金１億円につ

きましては、関係機関との調整により年度内執行

ができないことから、３月補正により繰り越して

おります。 

 ３款１項１目１節土地区画整理事業費補助金に

ついては、社会資本整備総合交付金（活力創出基

盤整備事業）として３,０５０万３,０００円の交

付金を収入しております。補助率は１０分の

５.５でございます。 

 収入未済額７９９万７,０００円は、社会資本

整備総合交付金の交付決定額のうち、年度内完成

が見込めず、平成３０年度へ明許繰越した事業に

かかわるものでございます。 

 ４款１項１目１節土地区画整理事業費補助金

１４２万７,０００円は、土地区画整理事業補助

金として、鹿児島県からの収入であります。補助

率は５％であります。 

 収入未済額３７万５,０００円は、土地区画整

理事業補助金の交付決定額のうち、年度内完成が
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見込めないため、平成３０年度へ明許繰越した事

業にかかわるものでございます。 

 次に、５款１項１目１節一般会計繰入金

６,８６１万７,０００円は、一般会計からの繰入

金でございます。 

 ６款１項１目１節前年度繰越金１１６万

２,９６６円は、前年度からの繰越金であります。 

 続きまして、実質収支にかかわる調書について

御説明申し上げます。２９３ページをお開きくだ

さい。 

 歳入総額１億１７１万円に対し歳出総額

８,４２９万３,０００円で、歳入歳出差引額は

１,７４１万７,０００円であります。 

 繰越明許費繰越額に係る翌年度へ繰り越すべき

財源が１,６１５万３,０００円で、これを差し引

いた実質収支額は１２６万３,０００円となって

おります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第９９号 決算の認定について（平

成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第９９号を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第９９号平

成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算のう

ち、区画整理課分について御説明申し上げます。 

 初めに、歳出について御説明いたしますので、

決算書の１６７ページをお開きください。 

 ８款５項３目土地区画整理費のうち、区画整理

課分の支出済額は４億１,１０５万２,６７５円で

あります。 

 備考欄の区画整理課分の主な支出内容について

御説明申し上げます。 

 区画整理課分として、街づくり区画整理協会会

費外２件、天辰第一地区、第二地区土地区画整理

事業特別会計繰出金が主なものでございます。 

 続きまして、収入について御説明申し上げます。

決算書の２９ページをお開きください。 

 １４款２項６目１節土木手数料の区画整理課分

の収入済額は３万９,９９０円で、主なものは区

画整理にかかわる諸証明手数料であります。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 １６款３項６目４節土地区画整理費委託金は、

収入済額２万円で、土地区画整理事業区域内の建

築許可に係る権限移譲事務委託金であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９９号の審査を一時中止します。 

 以上で、区画整理課を終わります。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福元光一）次は、入来区画整理推

進室の審査に入ります。 

 まず、入来区画整理推進室関係の決算の概要に

ついて、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、入来区画

整理推進室について御説明をいたします。 

 温泉場地区につきましても、事業のほうが終盤

に入ってきております。湯之山館の運営を起爆剤

に、地域おこしも積極的に展開されていると聞い

ているところであります。 

 平成２９年度は、家屋移転補償や区画道路整備

を主に実施をしてまいりました。第二地区とされ

る地区外とのすりつけのため、地区外家屋の移転

も一部生じることから、工法検討や、それに係る

費用等の捻出についても、今後、検討していかな

いといけないというところでございます。 

 現在の計画区域で一応事業終了を考えておりま

すが、地元への説明など、今後、対応してまいり

たいと思います。 
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────────────── 

△議案第１０８号 決算の認定について

（平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

１０８号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算）を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）それで

は、議案第１０８号平成２９年度薩摩川内市入来

温泉場地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算について御説明申し上げます。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますので、決

算書の３００ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費におきまして

は、支出済額１億９,０６０万６,１９０円であり

ます。 

 右のページの備考欄をごらんください。 

 内容につきまして、主なものは、建築士業務嘱

託員報酬、職員給与費３名分、社会保険料、建物

等調査業務委託（２９─４）外１４件の委託料、

区画道路６─１２号道路築造工事外工事（２９─

５）外２３件の工事請負費、職員厚生会負担金、

建物等移転補償２７件であります。 

 繰越明許費９,４８１万５,０００円は、年度内

完成が見込めないため、翌年度へ繰り越したもの

でございます。 

 次に、２款１項公債費は、長期債償還元金及び

利子であり、支出済額は１億１ ,２０４万

４,６６５円であります。 

 次に、歳入について説明いたしますので、決算

書の２９８ページをお開きください。 

 １款１項１目事業収入は、収入済額５１６万

３,３５９円であり、これは保留地処分収入金で

あります。 

 次に、３款１項１目国庫補助金は、収入済額

２,９３０万９,０００円であり、これは社会資本

整備総合交付金として収入しており、補助率は

１０分の５.５であります。 

 なお、収入未済額が１,１５９万２,０００円あ

りますが、これは年度内完成が見込めないため、

翌年度へ繰り越した事業にかかわるものでござい

ます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金の収入済額３億

１,９４３万８,０００円は、一般会計から繰り入

れたものであります。 

 次に、５款１項１目繰越金の収入済額１２０万

８,７８０円は、前年度からの繰越事業に係りま

す繰越金等であります。 

 ６款２項２目雑入の収入済額１万１,５３２円

は、嘱託員の雇用保険料（個人掛金）を収入して

おります。 

 ７款１項１目土地区画整理事業債は、収入済額

２,２１０万円であり、国庫補助事業に係ります

合併特例事業債を収入しております。 

 次に、８款の使用料及び手数料の収入済額３万

６,７７６円は、当事業区域内におきまして、行

政財産目的外使用許可により使用させた電柱等の

使用料と諸証明手数料でございます。 

 次に、実質収支に関する調書について説明いた

しますので、３０２ページをお開きください。 

 歳入総額３億７,７２６万７,０００円に対しま

して歳出総額３億２６５万１,０００円で、歳入

歳出差引額は７,４６１万７,０００円となってお

り ま す 。 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 が

７,３６２万３,０００円ですので、実質収支額は

９９万３,０００円であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（川添公貴）この事業は終盤に近づいて

いるということなので、あえてお聞きしますけど、

今回、１億１,４４６万２,０２５円でしたか、補

償費等が執行されているんですけど、中身につい

ては聞きませんけど、どこに幾らということは聞

きませんけど、２７件と書いてあるので、建物等

が２７件の分の補償費なのかどうか、それが１点。 

 その中で、とりあえず移転をされますよね。帰

ってこられる方が何件あるのか、この補償をされ

た方が何件、もとに帰ってこられるのかというの

を把握されていたら、教えていただきたいと思い

ます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）今の

２７件のうち、実際の建物補償につきましては

５件になります。あとの分は水道補償とか、いろ

いろなそういった雑用の補償ということになって

おります。 
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 この中で、今、１件の方は家をつくって、帰っ

てきていらっしゃいます。あとは借家人ですとか、

自分の家じゃなくて借りている方で出られた方が

何件かいらっしゃいます。 

○委員（川添公貴）居住権に対しての補償が

４件、持ち家に対するのが１件ということですよ

ね。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）持ち家

は１件ではございません。３件ですね。 

○委員（川添公貴）パーセントで言いますよ。

３０％の方しか帰ってこない事業ですよね。 

 歳入についてお伺いします。 

 一般会計繰入金が、収入済額でいきますと３億

１,９４３万８,０００円ですよね。歳入の収入済

額が３億７,７２６万７,４４７円ですよね。 

 大きくは一般会計頼りの事業だということがこ

れで見えてくるんですが、当然必要な事業だった

んだろうとは思いますけど、このような大きな一

般財源からの繰り入れをして、一部の地域だけを

直していこうという事業が果たして今後考えられ

るのかどうか、やるべきことなのかどうかという

のを監査委員の御意見をお伺いしてみたいと思い

ます。 

○監査委員（篠原和男）今の質問でございま

すが、一般的な状況としては、区画整理事業であ

ります。これにつきましては、その場所は発展的

な場所によって、そこを区画整理をするというこ

と、そしてそこの土地の土地値が上がるというこ

と、そして税収がふえるということ。 

 資本を投下しますので、回収しなくちゃいけな

い事業だと思いますので、土地値が上がって、そ

してまたそこに住んでいらっしゃった方がまた戻

ってきていただいて、税収をふやしていただくと

いうのが理想的かなと思います。 

○委員（川添公貴）ありがとうございました。 

 今後、このような事業はちょっと考えにくいと

いう、監査委員の方のお考えをはっきり言ったら

おっしゃらないんですけど、やはり費用対効果を

見ていくべきだろうと。結論として、今回の決算

を見て、組まれた事業を最後まで粛々ときちっと

済ませるのが行政ですので、それは文句は言わな

いんです。 

 この決算も踏まえて、今後、どういう地区を開

発したらいいのか、どこに力を入れたらいいのか、

一般財源から投入するわけですから、貴重な体験

談になるだろうと思います。 

 そこ辺の事業を御苦労されて整理されているの

は十分御苦労はわかるんですけど、ぜひ、この事

業の終結を迎えたときには、体験談を踏まえて、

後世に伝える活動もぜひ頑張って、大変でしょう

けどやっていただきたいと思う次第であります。 

○建設部長（泊 正人）御指摘のとおり、区

画整理事業の本筋からちょっとずれているのかな

というのがあります。実際、普通の天辰とか中郷

であれば、保留地を生み出して、そこを売却して、

それを事業費に充てるというのもあるんですが、

売却する保留地が少ないということがまずありま

した。 

 そして、今言われましたように、補償をしたけ

れども、改築、増築してそこに住まわれる方が少

ないものですから、土地があいてきているところ

がありまして、そこについて入来区画整理推進室

で不動産業界とも連携をしながら、いい土地があ

りますということで、何名か、そういう動きをし

たおかげで効果は上がってきておりますけれども、

今後もそれを進めていくことが大事かなと思って

おります。 

○委員長（福元光一）終わったときに、いい

事業だったというふうに導いてくれる御意見は、

監査委員として何かございませんか。 

○監査委員（篠原和男）意見としてはないん

ですけど、一応せっかくきれいに整備されつつあ

りますので、定住者をふやしていただいて、税収

を、歳入をふやしていただきたいと、それが望ま

しいかなと思っています。 

 それにつきましては、今、結構温泉のほうは役

に立っておりますので、今後の発展を期待したい

と思います。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。本決算を認定すべきものと認

めることに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

────────────── 

△議案第９９号 決算の認定について（平

成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第９９号を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

９９号平成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出

決算のうち、入来区画整理推進室分について御説

明申し上げます。 

 決算書の１６７ページをお開きください。 

 ８款５項３目土地区画整理費のうち入来区画整

理推進室分は、右側の備考欄をごらんください。 

 支出済額３億１,９４３万８,０００円でありま

す。これは、入来温泉場地区土地区画整理事業特

別会計への繰出金であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建築住宅課の審

査に入ります。 

まず、建築住宅課関係決算の概要について、部

長の説明を求めます。 

○建設部長（泊  正人 ） 決 算 附 属 書

１５０ページからになります。 

 建築指導の関係ですが、建築確認申請の審査・

検査など、建築指導に努めてまいりました。建築

許可申請が提出された際に、その合否判定審査が

できる建築主事という資格がありますが、これに

ついて平成２９年度２名、取得をいたしておりま

す。県へ出向し、研修した成果などのあらわれだ

と思っております。 

 また、木造住宅の耐震に係る補助、特定建築物

耐震補強設計補助なども実施をしてまいりました。 

 既存住宅改修環境整備補助金、危険廃屋等解体

撤去補助、住宅事情基準改定に配慮した補助制度

について、例年並みに取り組んでまいりました。 

 市営住宅につきましては、指定管理者へ委託を

し、管理を行っており、大きなトラブルなく進め

てまいりました。 

 借上型住宅について、地域振興住宅と川北地区

の借上型市営住宅の整備を進めてまいりました。

平佐東地区など、２棟２戸が建設されたところで

あります。 

 川北地区借上型市営住宅につきましては、昨年

６月に完成し、９月から入居が始まったところで

すが、４０戸でありますが、人気が高く、非常に

倍率の高い抽選となったところでありました。 

 既存の公営住宅につきましては、計画に従い改

修を実施しております。 

 がけ地近接等の危険住宅の移転促進につきまし

ても、平成２８年度からの繰越分１件と除却１件

を実施したところであります。年間件数が少ない

ところでありますが、個人持ち出しも高額で、な

かなか踏み切れない対象者が多い中でありますが、

今般の土砂災害等を考えますと、市といたしまし

ても周知の強化を図る必要があると再認識をして

いるところであります。 

○委員長（福元光一）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）それでは、議案

第９９号決算の認定について（平成２９年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算）の建築住宅課分に

ついて御説明させていただきます。 

 まず、歳出について説明させていただきます。

決算書の１５７ページをお開きください。 

 ８款１項２目建築指導費は、建築確認申請の審

査事務や完了検査事務に係る経費、民間の耐震改

修工事や既存住宅改修環境整備事業、危険廃屋等

解体撤去促進事業の補助金の交付に関する経費等

で、支出済額が７,８５５万２,３１８円です。 

 備考欄で、主な事業の説明をいたします。 

 薩摩川内市建築物耐震改修促進計画改定業務委

託は、平成１９年度に策定しました耐震改修促進

計画を見直したもので、全て平成２８年度からの

繰越事業になります。 

 特定建築物耐震改修工事補助金は、耐震診断が

義務づけられた民間建築物、具体的には川内山形

屋さんですけれども、その耐震化に係る耐震補強
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工事に必要な費用の一部を補助するもので、全て

平成２８年度からの繰越分になります。 

 既存住宅改修環境整備事業補助金は、市内の施

工業者を活用して、居住している住宅の改修工事

を行う者に対して補助金を交付する事業で、

２９６件に補助金を交付しました。 

 また、市内の施工業者を利用し、危険廃屋等を

解体撤去する者に対して補助金を交付する危険廃

屋等解体撤去促進事業補助金は、本土地区が

３１件、甑島地区が２件、合計３３件に交付いた

しました。 

 続きまして、不用額の主なものについて説明い

たします。 

 １９節負担金補助及び交付金の不用額は、既存

住宅改修環境整備事業補助金及び危険廃屋等解体

撤去促進事業補助金の執行残が主なものでござい

ます。 

 予算を全く執行しなかったものは８節報償費で、

これは危険廃屋等選定委員会の出会謝金ですが、

選定委員会にかける物件がありませんでしたので、

執行しておりません。 

 ２３節償還金利子及び割引料は、建築確認申請

手数料の過誤納金払戻金ですけれども、発生して

おりませんので執行しておりません。 

 繰越明許費は、１９節負担金補助及び交付金で、

特定建築物耐震改修工事補助金で、補助対象事業

者の事業の進捗等により、平成３０年度に繰り越

したものでございます。 

 １６９ページをお開きください。 

 ８款６項１目住宅管理費は、市営住宅の居住環

境改善のため維持管理に要する費用で、支出済額

が６億４,０４１万７,３３４円です。 

 備考欄で、主な内容を説明いたします。 

 １００名の市営住宅管理人報酬、２１名分の職

員給与費。 

 １７１ページをお願いします。備考欄でござい

ます。 

 １９５件の市営住宅の畳・ふすまの張りかえ等

の修繕料、１２９件の市営住宅の修繕料、市営住

宅等の指定管理料外１７件の委託料、立山一般住

宅１・２号棟屋上防水改修工事外５９件の工事請

負費、そのうち高来住宅集会所屋根ふきかえ工事

１件が平成２８年度からの繰越分になります。 

 雇用促進住宅の川内宿舎及び入来宿舎の購入費、

川北地区借上型市営住宅整備事業において、事業

者が建設する共同住宅の共用部分、エレベーター

や廊下など、建設費用の一部を補助する薩摩川内

市借上型市営住宅補助金、これは全て平成２８年

度からの繰越分になります。 

 それと、公営住宅ストック総合改善事業費は、

公営住宅の長寿命化を図るため、国の交付金を受

けて、公営住宅の大規模な改修を進める事業です。 

 その内訳は、宮下住宅６・７号棟共用部分改善

工事設計業務委託外４件の委託料、宮下住宅３号

棟共用部分改善工事外７件の工事請負費が主なも

のでございます。そのうち、宮下住宅２号棟共用

部分改善工事外２件の工事請負費は、平成２８年

度からの繰越分になります。 

 不用額について説明いたします。 

 １６９ページにお戻りいただきまして、１１節

需用費の不用額は、畳・ふすま張りかえ修繕料の

執行残が主なものでございます。 

 また１７１ページをお願いします。 

 １３節委託料の不用額は、市営住宅の悪質滞納

者に対して、明け渡し訴訟や強制退去執行を計画

しておりましたけれども、最終的に分納誓約の履

行により不用となったものでございます。 

 １５節工事請負費の不用額は、ストック総合改

善事業費の執行残が主なものです。 

 予算を全く執行しなかったものは２３節償還金

利子及び割引料で、これは、過年度分に住宅使用

料の還付金が発生した場合、払い戻す予算であり

ますが、対象者、該当者がなかったため、執行し

なかったものです。 

 繰越明許費は、１５節工事請負費で、宮下住宅

６号棟共用部分改善工事外３工事のストック総合

改善事業費で、これは国費の追加補正により発注

したため、年度内完成が見込めず、平成３０年度

へ繰り越したものでございます。 

 ８款６項３目危険住宅移転促進費は、崖地に近

接する危険住宅の移転に補助金を交付する事業で、

支出済額が５８８万６,３８０円です。 

 内訳は、移転者が２件ありまして、１件が建物

の除却費、建物建設費、敷地の造成費の補助で、

平成２８年度からの繰越分になります。もう一件

が、建物の除却費のみの補助であります。 

 不用額について説明いたします。 

 １９節負担金補助及び交付金の不用額は、建物
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建設費の借入利息が計画していたほどの金額に至

らなかったため、執行残が生じたものでございま

す。 

 なお、以上説明いたしました歳出執行に当たり、

５０万円以上の予算流用で対応いたしました状況

について説明をさせていただきます。 

 別冊の議会資料、５０万円以上の節間流用一覧

をごらんください。議会資料の３ページをお願い

します。 

 本課における５０万以上の節間流用は、３ペー

ジの３４番の１件になります。 

 これは入来町浦之名にあります芝町住宅におい

て浄化槽のブロワー１基が故障し、浄化槽全体に

ふぐあいを生じる恐れがあったため、また、同じ

く入来町浦之名にあります天貴美住宅において敷

地排水が詰まり、玄関先が水浸しになるなど、日

常生活に支障を来す状況であり、早急な改善が必

要であったため、事項、住宅管理費の１３節委託

料から同事項１５節工事請負費へ９４万円予算流

用し、予算執行をしたものであります。 

 以上が、５０万以上の節間流用の対応状況でご

ざいます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 戻っていただきまして２１ページをお開きくだ

さい。 

 建築住宅課の歳入は、１４款１項６目土木使用

料 ２ 節 住 宅 使 用 料 は 、 収 入 済 額 が ４ 億

７ ,１１８万７ ,４４８円、収入未済額が

８,３１１万１,８５８円です。 

 備考欄で主なものは、住宅使用料の現年分と過

年度分になります。 

 ２９ページをお開きください。 

 １４款２項６目土木手数料１節土木手数料中建

築住宅課分は、備考欄で、その主なものは建築確

認申請の審査や完了検査の建築確認手数料になり

ます。 

 なお、収入未済はありません。 

 同じく２節督促手数料は、市営住宅使用料と住

宅資金貸付金の督促手数料で、収入済額は２６万

６,４００円で、収入未済額は３万２,６００円で

す。 

 ３５ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金４節住宅費補助金

は、収入済額が９,１９７万９,０００円で、収入

未済額は４,５４９万７,０００円です。 

 備考欄で収入済額の主なものを説明いたします。 

 市営住宅の家賃と近傍同種家賃、民間家賃です

けれども、その差額部分を補助する公的賃貸住宅

家賃対策調整補助金で、補助率はその差額に対し

て５０％です。 

 崖地に近接する危険住宅の解体費用や建築費用、

敷地購入費用等、移転に要する費用に対して補助

する危険住宅移転促進事業補助金が２９３万

８,０００円です。うち２５３万７,０００円は平

成２８年度からの繰越分になります。また、補助

率は５０％になります。 

 耐震改修促進事業補助金は、平成１９年に策定

しました建築物耐震改修促進計画を改定するため

の業務委託と耐震診断が義務づけられた民間建築

物の耐震化に係る耐震補強工事に必要な費用の一

部を補助するもので、全て平成２８年度からの繰

越分になります。補助率は、５０％になります。 

 また、既存の市営住宅の大規模改修工事に充当

するストック総合改善事業補助金が４,６９２万

３,０００円で、補助率は、補助対象工事費に対

して５０％です。うち２,１２８万７,０００円は

平成２８年度からの繰越分になります。 

 公営住宅等整備事業補助金は、川北地区借上型

市営住宅整備事業において、事業者が建設する共

同住宅の共用部分のエレベーターや廊下などの建

設費用の一部を補助するもので全て平成２８年度

からの繰越分になります。また、補助率は補助対

象工事費の５０％になります。 

 収入未済額の主なものは、耐震診断が義務づけ

られた民間建築物の耐震化に係る耐震補強工事に

必要な費用の一部を補助する耐震改修促進事業補

助金で、補助対象事業者の事業の進捗等により繰

り越したものでございます。 

 また、ストック総合改善事業補助金で、国費の

追加補正により追加工事４件について年度内完成

が見込めないため繰り越したものです。 

 ４５ページをお開きください。 

 １６款２項６目土木費補助金１節住宅費補助金

は、収入済額は４５１万１,０００円で、収入未

済額は７８９万８,０００円です。 

 備考欄で主なものを説明いたします。 

 建築物耐震化促進事業補助金は、民間建築物の

耐震化に係る耐震補強工事に必要な費用の一部を
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県が補助するもので、全て平成２８年度からの繰

越分です。補助率は４分の１になります。 

 また、住宅新築資金貸付金の回収事務に対する

住宅新築資金等貸付助成事業補助金で、補助率は

回収事務費に対して４分の３になります。 

 また、崖地に近接する危険住宅の解体費用や建

築費用、敷地購入費用など、移転に要する費用に

対して県が補助する危険住宅移転促進事業補助金

が１４６万８,０００円です。うち１２６万

８,０００円は平成２８年度からの繰越分になり

ます。補助率は４分の１になります。 

 収入未済額の主なものは、国庫支出金と同様、

建築物耐震化促進事業補助金で、補助対象事業者

の事業の進捗等により繰り越したものでございま

す。 

 ４９ページをお開きください。 

 １６款３項６目土木費委託金２節住宅費委託金

は、収入済額１６万６,７６０円で収入未済はあ

りません。主なものは、県からの権限移譲による

事務委託金になります。 

 ５３ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付

収入のうち、建築住宅課分は、備考欄の中ほどに

なりますけれども、自動販売機設置の貸地料にな

ります。 

 ６１ページをお願いします。 

 ２１款３項１目貸付金元利収入６節住宅資金貸

付金元利収入は、収入済額５１７万５,２２２円

で、収入未済額が１億２,９５５万６,９２８円で

す。 

 内訳は、現年分の住宅資金貸付金元利収入と同

滞納分です。 

 ７３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入１節雑入中、建築住宅課分

の主なものは、備考欄の中ほど、市営住宅退去時

に、畳・ふすまの修繕費として退去者から徴収す

る市営住宅退去時畳等補修費実費徴収金の現年分

と滞納分になります。 

 また、市営・県営住宅が同じ敷地に立地する合

併団地において共用する施設の維持管理を市で行

い、県が負担する市営住宅維持管理（県）負担金

でございます。 

 続きまして、財産に関する調書の３６９ページ

をお開きください。 

 公営住宅の欄、土地の増１,６９４.６０㎡と木

造建物の増３０３.９０㎡、非木造建物の増

１９.１４㎡は、東郷町内の小学校が廃校となっ

た教職員住宅４住宅を教育委員会から市営住宅へ

の所管替えによる増分であります。 

 土地の減５３６.００㎡は、入来町の旧原住宅

跡地の普通財産への所管替えによる減であります。 

 また、木造建物の減２０８.７２㎡と非木造建

物の減３８２.８７㎡は、水引東住宅２棟６戸外

３住宅を解体したことによる減であります。 

 続きまして、債権につきまして、３７５ページ

をお開きください。 

 建築住宅課分は、４段目の住宅新築資金等貸付

金で、２９年度中の増減は２４５万６,４８４円

の減となりました。その結果、年度末の現在髙は

１億１,７０１万２,９６６円となります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）既存住宅改修環境整備

事業補助金で不用額が発生しています。これは補

正を組まれたのだったと思いますが、ということ

は、応募者がもう既に満杯になって、使うものが

なくなったということなんでしょうか。 

○建築住宅課長（福島和朗）この既存住宅改

修環境整備事業につきましては、当初、全て満額

交付決定をさせていただきました。補正は昨年度

はございませんでした。当初の分で、全て交付決

定をしたのですけれども、最終的にもう年度末間

近になりまして申請者の理由で計画が変わってし

まったとか、あと体調が思わしくなくて計画が変

わりましたということで、１０件ほど取り下げが

来たものですから、その分が期間的なこともでき

なくて、執行残になったものでございます。 

○委員（森永靖子）先ほど成川委員が言われま

したけれども、危険廃屋を、市の補助金をいただ

いて壊した後、そのお金を返したら、そこに最初

は３年間は何もつくれないのでしたか。その後、

お金を返したら駐車場にも貸せない、何もできな

いというのを、皆さんにはわかっていたのでした

か。 

○建築住宅課長（福島和朗）当初、この事業

を始めましたのが平成２６年からでございますけ

れども、当初は委員のおっしゃるように、３年間
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は建物も建てかえもできません、駐車場にもでき

ませんということでやっておりましたけれども、

後の有効活用などを考えると駐車場関係について

はいいのではないか、土地と建物の所有者が違う

場合はいいのではないかということで、平成

２９年度から緩和しまして、駐車場などの有効活

用については認めますということ、それと建物と

土地の所有者が違う場合は認めましょうというこ

とで、枠を広げております。そして、それにつき

ましても広報しているつもりではおりますけれど

も。 

○建設部長（泊 正人）当初、補助を受けて、

駐車場にしたり、何かを建てるときには、その補

助金を返せばできるのか、それはみんな知ってい

るのかという話については、交付をされるときに

説明の中で相手方にはこういうことがありますと

ちゃんと説明をしてあるので、皆さん御存じのは

ずです。 

○委員（森永靖子）御存じのはずというのは、

市民が御存じだということですか。 

○建設部長（泊 正人）補助を受ける際にそ

ういう制度であるということをちゃんと説明をし

てあるので、補助を受ける方にはそれは周知され

ているはずです。 

○委員（森永靖子）知らなかったほうがいけな

かったんでしょうけれども、取り壊した後、そこ

を買いたいという人がおられますね。これは決算

にならないかもしれませんけれども、３年間待つ

よと待っておられたら、自分もその広報を見なか

ったし、私も言わなかったんでしょうけれども、

待っている間にどんどん家ができてきて、何か隣

近所でいさかいが起きて、工事をするから音がう

るさいでしょうけれどもという話になったら、で

き上がるまでずっとそこに立ってて、邪魔するよ

ということやらいろいろあったりして。 

 広報が徹底しているのかなというふうに思った

ものですから、質問しました。 

○建築住宅課長（福島和朗）今の委員の御質

問の件につきましては、補助申請をしていただき

まして、解体が済みました。売却が決まられて、

あとの建物をつくりたいというケースでございま

す。今回の緩和事項とは別で３年以内になぜ補助

を出さないかといいますと、この補助制度をつく

るときに、建てかえや計画をされている方は、税

金を使ってまで補助金を交付すべきではないので

はないかという御意見もございました。 

 だから、そういう計画がある方は申しわけござ

いませんけれども、補助金は出せませんというこ

とで、委員のおっしゃるケースにつきましても、

私なども存じ上げております。まことに申しわけ

なかったのですけれども、補助金を返還していた

だきまして、売却をして次のステップに進んでい

ただいたという状況でございます。 

 まことに申しわけなかったんですけれども、そ

の辺は説明をさせていただきまして、私たちは理

解をしていただいたと思っております。申しわけ

ございませんでしたけれども、そういう事例でご

ざいました。 

○委員（成川幸太郎）委員長がちょっと指摘

をされました住宅使用料ですけれども、

８,３００万円の収入未済額があって、使用料の

ところで滞納分で４７７万１,０００円しか滞納

分の住宅使用料が返ってきていないということは

従来ずっと収入未済が続いているとすれば、５％

ぐらいしか未済を回収できていないということに

なるんですけれども、本当にこのまま放置されて

おくのでしょうか。いかがでしょうか。 

○建築住宅課長（福島和朗）住宅使用料、現

年分と過年度分がございまして、過年度分、滞納

分につきましては、今、おっしゃったとおり、収

納率が５.７５％でございます。ちょっと分母が

大きいということ、過去二、三十年分からずっと

の積み残しがあるということなんですけれども、

昨年もこの委員会で御指摘を受けまして、われわ

れもいくらか努力したつもりですけれども、対前

年比で０.１８％なんですけれども、若干ですけ

れども前年度よりふえたと。 

○委員（成川幸太郎）ふえたということです

ね。 

○建築住宅課長（福島和朗）はい。収納率が

５.７５％、０.１８％なんですけれども、若干ふ

えております。過去３０年間ぐらいの滞納分とい

うことで、よろしくお願いします。 

○委員（成川幸太郎）過去３０年分というと

請求が常にされているのですか、文章によって。 

○建築住宅課長（福島和朗）もう古いところ

になりますとなかなか現実的にできていないとい

うのが状況でございます。 



- 44 - 

 

○委員（成川幸太郎）内容証明で確定できる

ものを、公的に証明できるもので請求しないと民

法上はその請求権利がもう消えるでしょう。それ

が消えていっても３０年前のやつは消される。そ

れこそ不納欠損でもしないといけないということ

に去年も再度言われたんだと思いますけれども、

そういう処理をしていかないと常にこれは残って

いくのではないんですか。 

○主幹兼住宅管理グループ長（山下佳江）

この案件につきましては、長年毎年御指摘いただ

いているところであります。 

 担当としましても、確かに古いもの、または収

納できないものについては、何らかの形で法的な

手段をもって作業をしていきたいと。消していき

たいという思いはあります。 

 現在、住宅使用料だけではなく、役所内では、

こういう滞納分につきましてありますので、今、

それを取りまとめて調整をしながら、いわゆる条

例や議会のほうへの御相談など、それを研究して

いる段階でございます。いつもこういう答弁にな

って大変申しわけないのですけれども、時間がか

かるということで一応進めてはおりますので、御

了承いただきたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）本当にこの８,３００万

円の人のあれは、まだ現在、払わない人がわかっ

ていて、実際にはもう死んだ方もいらっしゃるん

じゃないですか。本人がいないというのがそのま

ま残っているのではないのかなと思うのですが、

どうでしょうか。 

○建築住宅課長（福島和朗）中にはそういう

方も。 

○委員（成川幸太郎）先ほどから、この審査

の中で不納欠損のことを言われていて、そういっ

たある課によってはもう死亡されたり、住所不定

の場合はもう不納に上げたということもあるのに、

これはこのまま建築住宅課だけが後生大事に抱え

ていらっしゃることが不思議な気がするのですけ

れども、そうしなければいけない理由があるので

すか。 

○建築住宅課長（福島和朗）理由というか、

そこはないと思いますけれども、今、山下のほう

から答弁がございましたとおり、関係機関と協議

をしながら進めておりますということで、今、そ

の段階まで行っていないというのが現状でござい

ます。よろしくお願いします。 

○委員（川添公貴）今の件で二つ疑問があった

んです。一つは、３０年来とおっしゃったんで、

法律でいくと５年で時効が発生しますよね。時効

が発生。何で時効が発生しないかという疑問が一

つ。それから、多分、推測とすれば、時効の延長

をかけている、債務確認行為をされているのだろ

うと思います。債務確認行為をしないと相手さん

が承諾をしないのでずっと放っておけば逃げられ

るんで、多分債務確認行為をされているのだろう

と。そこはどうなのかということ、今のあれに対

して。 

 それからもう一件、理解してほしいということ

で長期的に亡くなった方もいらっしゃるというこ

とで、亡くなった方の内容物、住宅に住まれてい

る物に関しては所有権が発生するので、法的に簡

単に片づけられないと言われているのだそうです。

なので、そこでてこずっていらっしゃるのかなと

いうのはわかるのですが、私はいろんな生活保護

とか、病的弱者とか困窮者というのは除いて、あ

る程度、５年が来れば逃げられると思っている人

が結構いるのですって。だから、時効の延長をか

けて支払いをする意思を確認することが大事だろ

うと思っています。いろいろとされているので、

払いますという意思確認を必ずとって、延長をか

けていく。 

 それから、最近は連帯保証人を二人とっていら

っしゃいますね。昔は一人でしたよね。その前は、

昔はなかったのかな。たしか今二人とられている。

遅れたら連帯保証人に。 

 御存じかと思いますが、法律上、本人さんは関

係なく、直接、連帯保証人に請求ができるのです

よね。できるので、それをやることによって、回

収率はかなり上がると思います。何でかというと、

市役所と連帯保証人が２人して本人に払えと言い

ますから。ぜひ今のあれを聞いて。 

 これは、いつもいつも出てきて申しわけないん

ですけど、大変なのはわかっているのです。そう

いう方法もありますということで参考にして。 

 市民の方を動かすという方法をとられたほうが

いい。 

 私が聞きたかったのは、その市営住宅について、

６項１目について市営住宅管理人報酬というのが

支払われていますね。これは賃貸があるので、こ
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の方がどういう業務内容をされるのかです。これ

を教えていただきたいというのが１点。それでそ

の下の段にあります住宅使用料徴収嘱託員１名に

１５８万円支払っていらっしゃる。この方が

２,５３１室の回収に回られるのかどうか。それ

も含めてどのような仕事をされているのかをお聞

きしようかなと思っていたのですが、よろしいで

しょうか。 

○主幹兼住宅管理グループ長（山下佳江）

御質問につきましてお答えしたいと思います。 

 まずは、市営住宅管理人の業務です。まず、管

理人といって入居者の方からお一人ないしお二人

を御推薦いただきまして、年度当初、市のほうか

ら納付書を発送します。これを封入等は全部役所

のほうでしますけれども、その配付についてお願

いをしたり、また、住宅によっては、浄化槽とい

う施設があります。こちらの管理、例えば、何か

ふぐあいがありますと住宅内にパイロットランプ

がついています。これを見かけたら連絡をくださ

いという業務、そして、共同の施設、集会所とか

の水道料金、電気料金を入居の戸数割をしていた

だきまして、いわゆる共益費というところの集金

等々、また、指定管理者のほうからいろいろな連

絡事項を、台風が近いですから片づけをしてくだ

さいということの連絡事項、また、高齢者等施設

に入ったりされます。そういったときも、長期に

住宅を使わないので、その分の管理といいますか、

外回り、例えば、郵便物がたまっていたら管理事

務所に連絡をするとか、そういうところまで業務

をお願いしておりまして、報酬でお支払いをさせ

ていただいております。 

 次に、住宅使用料徴収嘱託員の業務につきまし

てですけれども、これは平成２４年からだったと

思いますが、いわゆる徴収業務に職員が今まで

２人で動いておりましたけれども、やはり日中ま

たは夜間もとなりますと業務の重複もあったりし

まして、専任で嘱託員をお願いしました。 

 ただし、行動につきましては、先ほどお話しし

たように２人体制ですので、担当の職員と一緒に

その日の徴収、回り先を準備したり、また分納の

約束をしますので、毎月、上・中・下旬の中で分

納の納付書の発送作業をしたり、また夜間につき

ましては、臨戸作業の手配をしましたり、それを

やって一緒に職員とともに動いてもらっています。 

○委員（川添公貴）後ろのほうから。前回指摘

して、外部を利用するなどしたほうがいいんじゃ

ないですかと。多分、活用されているのだと。今

の説明だと滞納分だけの住宅使用料徴収嘱託員の

方は滞納分に関してだけの徴収業務ですよね。当

月分等についてはされないということですよね。

そこを１点。 

それから、市営住宅管理人については、俗に言

う行政連絡員みたいな形に、これを聞くとなって

いると思うんですが、どのような方がなっていら

っしゃるかよくわからないんですけれども、自治

会長さんがほとんどなっていらっしゃるのか、そ

れとも別個立てなのかどうか。それが一つです。 

 申しわけない。たまたま、あるところで、指定

の場所に他人が車をとめていて、その管理人がい

らっしゃるんだけど、連絡がその方に行かずに、

その方は動かずに、自治会長があちこち手配をし

て車を移動させたりしているということで、そう

いうのは指定管理者に言えと言ったんです。管理

人の方はパイロットランプを見るだけなのか。そ

れぐらいに仕事をしっかりされているのかを聞き

たかったので、一般に管理人というのは全てを大

体管理しますよね。それで、そこまでされて、こ

の報酬を。高い安いは別にして、その業務内容を

されているのかとふと疑問に思ったので。 

 今後、できれば、自治会長とセットで各団地を

決められたほうが、例えば、東郷の前原団地であ

れば４棟ありますね。４棟を班ごとに分けてやる

方法等も考えていけば、より負担が減るし、いろ

いろなさっきおっしゃったように、不在の関係と

かというのも処理できるのかなとずっと考えてい

たんですけど、そこについては今後のことなので

よろしくお願いしたいと思います。 

 さっきの件については、回答を。 

○主幹兼住宅管理グループ長（山下佳江）

住宅使用料徴収嘱託員の業務につきましては、一

般的にお話をさせていただきました。委員の御質

問の、いわゆる過年度分だけかというところです

けれども、実は現年度分も含めて動いております。

やはり、現年度分が２カ月、３カ月滞納になりま

すと、これがくせになって過年度分もたまってし

まいますので、実は現年度分も毎月の毎月未納明

細をつくります。その中で、２カ月、３カ月にな

ったところから電話をする。そして、相手が対応



- 46 - 

 

しなければ、臨戸訪問するというところで、現年

も過年度もなく、一体となった作業となっており

ます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、議案第９９号決算の認定について（平

成２９年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算）の

うち本委員会付託分について質疑が全て終了しま

したので、これより討論、採決を行います。討論

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

 以上で、建築住宅課を終わります。 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（福元光一）以上で、日程の全てを

終わりました。 

 委員会報告書の取りまとめについては委員長に

一任いただきたいと思いますが、そのように取り

扱うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（福元光一）次に、閉会中の委員派

遣についてお諮りいたします。 

 閉会中に現地視察等を実施する予定はありませ

んが、委員派遣が必要となった場合の取り扱いは

委員長に一任いただきたいと思います。 

ついては、そのように取り扱うことで御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（福元光一）以上で、建設水道委員

会を閉会いたします。 
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